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Ⅴ-1 説明書 

 Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

Ⅴ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

   Ⅴ-1-1-5-8 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設） 

Ⅴ-1-1-5-8-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施

設（火災防護設備）） 

 

9.3 火災防護設備 

  9.3.2 消火設備 

・第 9-3-2-1-1-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-1-1-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-1-1-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-1-2-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-1-2-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-1-3-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-1-3-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-1-3-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-1-3-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-1-3-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-1-3-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 6） 

・第 9-3-2-1-3-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 7） 

・第 9-3-2-1-3-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 8） 

・第 9-3-2-1-3-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 9） 

・第 9-3-2-1-3-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 10） 



2 

・第 9-3-2-1-3-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 11） 

・第 9-3-2-1-3-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 12） 

・第 9-3-2-1-3-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 13） 

・第 9-3-2-1-3-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 14） 

・第 9-3-2-1-3-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 15） 

・第 9-3-2-1-3-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 16） 

・第 9-3-2-1-3-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 17） 

・第 9-3-2-1-3-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 18） 

・第 9-3-2-1-3-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 19） 

・第 9-3-2-1-3-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 20） 

・第 9-3-2-1-3-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 21） 

・第 9-3-2-1-3-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 22） 

・第 9-3-2-1-3-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 23） 

・第 9-3-2-1-3-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 24） 

・第 9-3-2-1-3-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 25） 

・第 9-3-2-1-3-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 26） 

・第 9-3-2-1-3-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 27） 

・第 9-3-2-1-3-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 28） 

・第 9-3-2-1-3-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 29） 
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・第 9-3-2-1-3-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 30） 

・第 9-3-2-1-3-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 31） 

・第 9-3-2-1-3-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 32） 

・第 9-3-2-1-3-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 33） 

・第 9-3-2-1-3-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 34） 

・第 9-3-2-1-3-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 35） 

・第 9-3-2-1-3-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 36） 

・第 9-3-2-1-3-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 37） 

・第 9-3-2-1-3-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 38） 

・第 9-3-2-1-3-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 39） 

・第 9-3-2-1-3-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 40） 

・第 9-3-2-1-3-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 41） 

・第 9-3-2-1-3-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 42） 

・第 9-3-2-1-3-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 43） 

・第 9-3-2-1-3-44図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 44） 

・第 9-3-2-1-3-45図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 45） 

・第 9-3-2-1-3-46図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 46） 

・第 9-3-2-1-3-47図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 47） 

・第 9-3-2-1-3-48図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 48） 
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・第 9-3-2-1-3-49図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 49） 

・第 9-3-2-1-3-50図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 50） 

・第 9-3-2-1-3-51図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 51） 

・第 9-3-2-1-3-52図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 52） 

・第 9-3-2-1-3-53図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 53） 

・第 9-3-2-1-3-54図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 54） 

・第 9-3-2-1-3-55図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 55） 

・第 9-3-2-1-3-56図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 56） 

・第 9-3-2-1-3-57図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 57） 

・第 9-3-2-1-3-58図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 58） 

・第 9-3-2-1-3-59図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 59） 

・第 9-3-2-1-3-60図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 60） 

・第 9-3-2-1-3-61図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 61） 

・第 9-3-2-1-3-62図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 62） 

・第 9-3-2-1-3-63図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 63） 

・第 9-3-2-1-3-64図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 64） 

・第 9-3-2-1-3-65図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 65） 

・第 9-3-2-1-3-66図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 66） 

・第 9-3-2-1-3-67図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 67） 
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・第 9-3-2-1-3-68図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 68） 

・第 9-3-2-1-3-69図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 69） 

・第 9-3-2-1-3-70図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 70） 

・第 9-3-2-1-3-71図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 71） 

・第 9-3-2-1-3-72図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 72） 

・第 9-3-2-1-3-73図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 73） 

・第 9-3-2-1-3-74図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 74） 

・第 9-3-2-1-3-75図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 75） 

・第 9-3-2-1-3-76図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 76） 

・第 9-3-2-1-3-77図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 77） 

・第 9-3-2-1-3-78図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 78） 

・第 9-3-2-1-3-79図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 79） 

・第 9-3-2-1-3-80図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 80） 

・第 9-3-2-1-3-81図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 81） 

・第 9-3-2-1-3-82図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 82） 

・第 9-3-2-1-3-83図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 83） 

・第 9-3-2-1-3-84図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 84） 

・第 9-3-2-1-3-85図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 85） 

・第 9-3-2-1-3-86図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 86） 
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・第 9-3-2-1-3-87図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 87） 

・第 9-3-2-1-3-88図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 88） 

・第 9-3-2-1-3-89図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 89） 

・第 9-3-2-1-3-90図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 90） 

・第 9-3-2-1-3-91図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 91） 

・第 9-3-2-1-3-92図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 92） 

・第 9-3-2-1-4-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-1-4-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-1-4-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-1-4-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-1-5-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-1-5-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-1-5-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-1-5-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-1-5-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-1-6-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-1-6-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-1-6-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-1-6-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 4） 
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・第 9-3-2-1-6-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-1-6-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 6） 

・第 9-3-2-1-6-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 7） 

・第 9-3-2-1-6-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 8） 

・第 9-3-2-1-6-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 9） 

・第 9-3-2-1-6-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 10） 

・第 9-3-2-1-6-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 11） 

・第 9-3-2-1-6-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 12） 

・第 9-3-2-1-6-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 13） 

・第 9-3-2-1-6-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 14） 

・第 9-3-2-1-6-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 15） 

・第 9-3-2-1-6-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 16） 

・第 9-3-2-1-6-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 17） 

・第 9-3-2-1-6-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 18） 

・第 9-3-2-1-6-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 19） 

・第 9-3-2-1-6-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 20） 

・第 9-3-2-1-6-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 21） 

・第 9-3-2-1-6-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 22） 

・第 9-3-2-1-6-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 23） 
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・第 9-3-2-1-6-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 24） 

・第 9-3-2-1-6-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 25） 

・第 9-3-2-1-6-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 26） 

・第 9-3-2-1-6-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 27） 

・第 9-3-2-1-6-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 28） 

・第 9-3-2-1-6-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 29） 

・第 9-3-2-1-6-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 30） 

・第 9-3-2-1-6-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 31） 

・第 9-3-2-1-6-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 32） 

・第 9-3-2-1-6-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 33） 

・第 9-3-2-1-6-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 34） 

・第 9-3-2-1-6-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 35） 

・第 9-3-2-1-6-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 36） 

・第 9-3-2-1-6-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 37） 

・第 9-3-2-1-6-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 38） 

・第 9-3-2-1-6-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 39） 

・第 9-3-2-1-6-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 40） 

・第 9-3-2-1-6-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 41） 

・第 9-3-2-1-6-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 42） 
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・第 9-3-2-1-6-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る機器の配置を明示した図面（その 43） 

・第 9-3-2-1-7-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）に係る機器の配置を明示した図面 

・第 9-3-2-1-8-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）に係る機器の配置を明示した図面 

（その 1） 

・第 9-3-2-1-8-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）に係る機器の配置を明示した図面 

（その 2） 

・第 9-3-2-2-1-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-2-1-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-2-1-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-2-1-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-2-1-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-2-1-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 6） 

・第 9-3-2-2-1-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 7） 

・第 9-3-2-2-1-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 8） 

・第 9-3-2-2-1-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 9） 

・第 9-3-2-2-1-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 10） 

・第 9-3-2-2-1-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 11） 

・第 9-3-2-2-1-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 12） 

・第 9-3-2-2-1-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 13） 

・第 9-3-2-2-1-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 14） 
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・第 9-3-2-2-1-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 15） 

・第 9-3-2-2-1-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 16） 

・第 9-3-2-2-1-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 17） 

・第 9-3-2-2-1-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（水系消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 18） 

・第 9-3-2-2-2-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-2-2-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-2-2-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-2-2-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-2-2-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-2-2-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 6） 

・第 9-3-2-2-3-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-2-3-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-2-3-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-2-3-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-2-3-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-2-3-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 6） 

・第 9-3-2-2-3-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 7） 

・第 9-3-2-2-3-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 8） 

・第 9-3-2-2-3-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 9） 
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・第 9-3-2-2-3-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 10） 

・第 9-3-2-2-3-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 11） 

・第 9-3-2-2-3-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 12） 

・第 9-3-2-2-3-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 13） 

・第 9-3-2-2-3-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 14） 

・第 9-3-2-2-3-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 15） 

・第 9-3-2-2-3-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 16） 

・第 9-3-2-2-3-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 17） 

・第 9-3-2-2-3-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 18） 

・第 9-3-2-2-3-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 19） 

・第 9-3-2-2-3-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 20） 

・第 9-3-2-2-3-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 21） 

・第 9-3-2-2-3-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 22） 

・第 9-3-2-2-3-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 23） 

・第 9-3-2-2-3-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 24） 

・第 9-3-2-2-3-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 25） 

・第 9-3-2-2-3-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 26） 

・第 9-3-2-2-3-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 27） 

・第 9-3-2-2-3-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 28） 
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・第 9-3-2-2-3-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 29） 

・第 9-3-2-2-3-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 30） 

・第 9-3-2-2-3-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 31） 

・第 9-3-2-2-3-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 32） 

・第 9-3-2-2-3-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 33） 

・第 9-3-2-2-3-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 34） 

・第 9-3-2-2-3-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 35） 

・第 9-3-2-2-3-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 36） 

・第 9-3-2-2-3-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 37） 

・第 9-3-2-2-3-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 38） 

・第 9-3-2-2-3-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 39） 

・第 9-3-2-2-3-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 40） 

・第 9-3-2-2-3-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 41） 

・第 9-3-2-2-3-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 42） 

・第 9-3-2-2-3-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 43） 

・第 9-3-2-2-3-44図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 44） 

・第 9-3-2-2-3-45図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 45） 

・第 9-3-2-2-3-46図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 46） 

・第 9-3-2-2-3-47図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 47） 
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・第 9-3-2-2-3-48図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 48） 

・第 9-3-2-2-3-49図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 49） 

・第 9-3-2-2-3-50図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 50） 

・第 9-3-2-2-3-51図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 51） 

・第 9-3-2-2-3-52図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 52） 

・第 9-3-2-2-3-53図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 53） 

・第 9-3-2-2-3-54図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 54） 

・第 9-3-2-2-3-55図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 55） 

・第 9-3-2-2-3-56図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 56） 

・第 9-3-2-2-3-57図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 57） 

・第 9-3-2-2-3-58図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 58） 

・第 9-3-2-2-3-59図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 59） 

・第 9-3-2-2-3-60図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 60） 

・第 9-3-2-2-3-61図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 61） 

・第 9-3-2-2-3-62図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 62） 

・第 9-3-2-2-3-63図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 63） 

・第 9-3-2-2-3-64図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 64） 

・第 9-3-2-2-3-65図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 65） 

・第 9-3-2-2-3-66図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 66） 
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・第 9-3-2-2-3-67図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 67） 

・第 9-3-2-2-3-68図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 68） 

・第 9-3-2-2-3-69図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 69） 

・第 9-3-2-2-3-70図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 70） 

・第 9-3-2-2-3-71図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 71） 

・第 9-3-2-2-3-72図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 72） 

・第 9-3-2-2-3-73図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 73） 

・第 9-3-2-2-3-74図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 74） 

・第 9-3-2-2-3-75図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 75） 

・第 9-3-2-2-3-76図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 76） 

・第 9-3-2-2-3-77図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 77） 

・第 9-3-2-2-3-78図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 78） 

・第 9-3-2-2-3-79図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 79） 

・第 9-3-2-2-3-80図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 80） 

・第 9-3-2-2-3-81図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 81） 

・第 9-3-2-2-3-82図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 82） 

・第 9-3-2-2-3-83図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 83） 

・第 9-3-2-2-3-84図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 84） 

・第 9-3-2-2-3-85図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 85） 

 



15 

・第 9-3-2-2-3-86図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 86） 

・第 9-3-2-2-3-87図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 87） 

・第 9-3-2-2-3-88図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 88） 

・第 9-3-2-2-3-89図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 89） 

・第 9-3-2-2-3-90図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 90） 

・第 9-3-2-2-3-91図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 91） 

・第 9-3-2-2-3-92図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 92） 

・第 9-3-2-2-3-93図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 93） 

・第 9-3-2-2-3-94図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 94） 

・第 9-3-2-2-3-95図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 95） 

・第 9-3-2-2-3-96図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 96） 

・第 9-3-2-2-3-97図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 97） 

・第 9-3-2-2-3-98図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 98） 

・第 9-3-2-2-3-99図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 99） 

・第 9-3-2-2-3-100図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 100） 

・第 9-3-2-2-3-101図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 101） 

・第 9-3-2-2-3-102図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 102） 

・第 9-3-2-2-3-103図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 103） 

・第 9-3-2-2-3-104図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 104） 
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・第 9-3-2-2-3-105図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 105） 

・第 9-3-2-2-3-106図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 106） 

・第 9-3-2-2-3-107図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 107） 

・第 9-3-2-2-3-108図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 108） 

・第 9-3-2-2-3-109図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 109） 

・第 9-3-2-2-3-110図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 110） 

・第 9-3-2-2-3-111図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 111） 

・第 9-3-2-2-3-112図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 112） 

・第 9-3-2-2-3-113図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 113） 

・第 9-3-2-2-3-114図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 114） 

・第 9-3-2-2-3-115図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 115） 

・第 9-3-2-2-3-116図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 116） 

・第 9-3-2-2-3-117図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 117） 

・第 9-3-2-2-3-118図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 118） 

・第 9-3-2-2-3-119図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 119） 

・第 9-3-2-2-3-120図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 120） 

・第 9-3-2-2-3-121図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 121） 

・第 9-3-2-2-3-122図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 122） 

・第 9-3-2-2-3-123図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 123） 
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・第 9-3-2-2-3-124図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 124） 

・第 9-3-2-2-3-125図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 125） 

・第 9-3-2-2-3-126図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 126） 

・第 9-3-2-2-3-127図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 127） 

・第 9-3-2-2-3-128図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 128） 

・第 9-3-2-2-3-129図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 129） 

・第 9-3-2-2-3-130図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 130） 

・第 9-3-2-2-3-131図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 131） 

・第 9-3-2-2-3-132図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 132） 

・第 9-3-2-2-3-133図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 133） 

・第 9-3-2-2-4-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備 

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-2-4-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備 

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-2-4-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備 

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-2-4-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備 

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-2-4-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備 

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-2-4-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備 

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 6） 

・第 9-3-2-2-5-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-2-5-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-2-5-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 
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・第 9-3-2-2-5-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-2-5-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-2-6-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 9-3-2-2-6-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 9-3-2-2-6-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 9-3-2-2-6-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 9-3-2-2-6-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 9-3-2-2-6-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 6） 

・第 9-3-2-2-6-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 7） 

・第 9-3-2-2-6-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 8） 

・第 9-3-2-2-6-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 9） 

・第 9-3-2-2-6-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 10） 

・第 9-3-2-2-6-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 11） 

・第 9-3-2-2-6-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 12） 

・第 9-3-2-2-6-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 13） 

・第 9-3-2-2-6-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 14） 

・第 9-3-2-2-6-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 15） 

・第 9-3-2-2-6-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 16） 

・第 9-3-2-2-6-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 17） 
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・第 9-3-2-2-6-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 18） 

・第 9-3-2-2-6-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 19） 

・第 9-3-2-2-6-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 20） 

・第 9-3-2-2-6-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 21） 

・第 9-3-2-2-6-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 22） 

・第 9-3-2-2-6-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 23） 

・第 9-3-2-2-6-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 24） 

・第 9-3-2-2-6-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 25） 

・第 9-3-2-2-6-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 26） 

・第 9-3-2-2-6-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 27） 

・第 9-3-2-2-6-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 28） 

・第 9-3-2-2-6-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 29） 

・第 9-3-2-2-6-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 30） 

・第 9-3-2-2-6-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 31） 

・第 9-3-2-2-6-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 32） 

・第 9-3-2-2-6-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 33） 

・第 9-3-2-2-6-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 34） 

・第 9-3-2-2-6-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 35） 

・第 9-3-2-2-6-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 36） 
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・第 9-3-2-2-6-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 37） 

・第 9-3-2-2-6-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 38） 

・第 9-3-2-2-6-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 39） 

・第 9-3-2-2-6-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 40） 

・第 9-3-2-2-6-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 41） 

・第 9-3-2-2-6-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 42） 

・第 9-3-2-2-6-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 43） 

・第 9-3-2-2-6-44図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 44） 

・第 9-3-2-2-6-45図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 45） 

・第 9-3-2-2-6-46図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 46） 

・第 9-3-2-2-6-47図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 47） 

・第 9-3-2-2-6-48図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 48） 

・第 9-3-2-2-6-49図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 49） 

・第 9-3-2-2-6-50図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 50） 

・第 9-3-2-2-6-51図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 51） 

・第 9-3-2-2-6-52図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 52） 

・第 9-3-2-2-6-53図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 53） 

・第 9-3-2-2-6-54図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 54） 

・第 9-3-2-2-6-55図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 55） 
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・第 9-3-2-2-6-56図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 56） 

・第 9-3-2-2-6-57図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 57） 

・第 9-3-2-2-6-58図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 58） 

・第 9-3-2-2-6-59図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 59） 

・第 9-3-2-2-6-60図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 60） 

・第 9-3-2-2-6-61図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 61） 

・第 9-3-2-2-6-62図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 62） 

・第 9-3-2-2-6-63図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 63） 

・第 9-3-2-2-6-64図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 64） 

・第 9-3-2-2-6-65図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 65） 

・第 9-3-2-2-6-66図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 66） 

・第 9-3-2-2-6-67図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 67） 

・第 9-3-2-2-6-68図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 68） 

・第 9-3-2-2-6-69図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 69） 

・第 9-3-2-2-6-70図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 70） 

・第 9-3-2-2-6-71図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 71） 

・第 9-3-2-2-6-72図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 72） 

・第 9-3-2-2-6-73図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 73） 

・第 9-3-2-2-6-74図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 74） 
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・第 9-3-2-2-6-75図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 75） 

・第 9-3-2-2-6-76図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 76） 

・第 9-3-2-2-6-77図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 77） 

・第 9-3-2-2-6-78図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 78） 

・第 9-3-2-2-6-79図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 79） 

・第 9-3-2-2-6-80図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 80） 

・第 9-3-2-2-6-81図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 81） 

・第 9-3-2-2-6-82図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 82） 

・第 9-3-2-2-6-83図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 83） 

・第 9-3-2-2-6-84図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 84） 

・第 9-3-2-2-6-85図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 85） 

・第 9-3-2-2-6-86図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 86） 

・第 9-3-2-2-6-87図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 87） 

・第 9-3-2-2-6-88図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 88） 

・第 9-3-2-2-6-89図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 89） 

・第 9-3-2-2-6-90図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面（その 90） 

・第 9-3-2-2-7-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面

（その 1） 

・第 9-3-2-2-7-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面

（その 2） 
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・第 9-3-2-2-7-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面

（その 3） 

・第 9-3-2-2-7-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面

（その 4） 

・第 9-3-2-2-7-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面

（その 5） 

・第 9-3-2-2-8-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面 

（その 1） 

・第 9-3-2-2-8-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）に係る主配管の配置を明示した図面 

（その 2） 

・第 9-3-2-3-1-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-1-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）の系統図（その 2）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-1-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）の系統図（その 3）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-2-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-2-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）の系統図（その 2）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 2）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 3）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 4）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 5）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 6）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 7）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-3-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 8）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の系統図（その 9）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 10）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 11）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 12）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 13）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 14）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 15）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 16）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 17）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 18）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 19）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 20）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 21）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 22）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 23）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 24）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 25）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 26）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-3-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 27）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 28）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 29）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 30）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 31）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 32）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 33）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 34）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 35）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 36）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 37）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 38）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 39）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 40）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 41）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 42）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 43）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-44図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 44）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-45図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 45）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-3-46図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 46）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-47図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 47）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-48図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 48）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-49図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 49）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-50図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 50）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-51図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 51）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-52図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 52）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-53図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 53）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-54図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 54）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-55図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 55）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-56図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 56）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-57図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 57）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-58図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 58）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-59図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 59）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-60図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 60）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-61図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 61）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-62図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 62）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-63図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 63）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-64図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 64）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-3-65図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 65）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-66図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 66）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-67図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 67）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-68図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 68）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-69図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 69）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-70図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 70）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-71図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 71）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-72図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 72）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-73図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 73）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-74図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 74）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-75図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 75）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-76図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 76）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-77図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 77）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-78図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 78）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-79図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 79）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-80図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 80）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-81図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 81）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-82図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 82）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-83図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 83）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-3-84図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 84）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-85図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 85）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-86図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 86）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-87図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 87）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-88図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 88）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-89図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 89）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-90図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 90）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-91図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 91）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-92図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 92）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-93図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 93）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-94図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 94）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-3-95図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の系統図（その 95）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-4-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-4-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の系統図（その 2）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-4-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の系統図（その 3）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-4-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の系統図（その 4）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-5-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-5-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の系統図（その 2）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-5-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の系統図（その 3）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-6-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 2）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 3）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 4）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 5）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 6）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 7）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 8）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 9）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 10）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 11）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 12）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 13）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 14）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 15）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 16）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 17）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 18）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 19）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-6-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 20）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 21）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 22）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 23）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 24）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 25）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 26）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 27）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 28）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 29）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 30）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 31）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 32）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 33）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 34）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 35）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 36）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 37）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 38）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-3-6-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 39）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 40）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 41）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 42）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 43）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-44図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 44）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-45図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 45）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-46図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 46）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-47図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 47）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-48図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 48）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-49図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 49）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-50図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 50）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-51図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 51）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-52図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 52）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-53図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 53）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-6-54図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の系統図（その 54）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-7-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）の系統図（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-8-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 9-3-2-3-8-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）の系統図（その 2）（設計基準対象施設） 
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・第 9-3-2-4-1-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）の構造図 電動機駆動消火ポンプ 

・第 9-3-2-4-1-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）の構造図 ディーゼル駆動消火ポンプ  

・第 9-3-2-4-1-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）の構造図 ろ過水タンク（その 1） 

・第 9-3-2-4-1-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（水系消火設備）の構造図 ろ過水タンク（その 2） 

・第 9-3-2-4-2-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）の構造図  

            用二酸化炭素ボンベ 

・第 9-3-2-4-2-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（二酸化炭素消火設備）の構造図                用二酸化炭素ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図         用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図 HCU室（東側）用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図         用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図 HCU室（西側）用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（小空間固定式消火設備）の構造図 HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図           用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図            用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 RIP･CRD補修室用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-3-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 CRD交換装置制御室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 HPACポンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 TIP駆動装置電気盤室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 連絡トレンチ（R/B B2F）用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図               用ハロゲン化物

ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 RIP-ASD（F)(G)(H)(J)(K)室用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図   用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 多重伝送盤室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 クリーンアクセス通路(R-B1F-21)用ハロゲン化

物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 連絡トレンチ（R/B B1F）用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 R/B地上 1階通路(A)用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図          用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図        用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 電気ペネ室（R/B 1F 東）用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 除染パン室用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-3-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 FCS再結合装置室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図       用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 SLCペネ，電気ペネ室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 CUWプリコートポンプ・タンク室用ハロゲン化

物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 事故後サンプリング操作盤室用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 A系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 電気ペネ室（R/B 2F 北）用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 C系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 格納容器所員用エアロック室用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 B系南側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 電気ペネ室（R/B 2F 南）用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 MSIV・SRVラッピング室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図       用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図       用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-44図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 SGTS室用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-3-45図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 MSトンネル室空調機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-46図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 北側 FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-47図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 DG(C)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-48図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 DG(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-49図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 南側 FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-50図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室用ハロゲ

ン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-51図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 DG(C)/Z排風機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-52図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 ASD(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-53図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図              ，RFPT主油タン

ク(A)室前室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-54図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図                  用ハロゲン化物

ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-55図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 IA・SA空調機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-56図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 TCWポンプ・熱交換器室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-57図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図              用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-58図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-59図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 配管室（H/A B2F 北西）用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-60図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボン

ベ 



36 

・第 9-3-2-4-3-61図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図              用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-62図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図              用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-63図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図              用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-64図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図             用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-65図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機 HECW冷凍機(B)(D)室用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-66図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機 HECW冷凍機(A)(C)室用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-67図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機常用電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-68図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機 DC250Ｖバッテリー室(C/B MB2F)用ハロ

ゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-69図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機 C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室用

ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-70図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 

    用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-71図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機ケーブル処理室 A用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-72図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機ケーブル処理室 B用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-73図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室用

ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-74図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機 MCR再循環フィルタ装置室用ハロゲン化

物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-3-75図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 トレイ室，ダクト室（南側）用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-76図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 トレイ室，ダクト室（北側）用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-77図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機 MCR送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-78図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 使用済樹脂デカントポンプ室用ハロゲン化物ボ

ンベ 

・第 9-3-2-4-3-79図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機，6号機 復水移送ポンプ室用ハロゲン

化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-80図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 RW/B地下 3階通路用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-81図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B 

B1F北西）用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-82図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 RW/B地下 1階通路(B)用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-83図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 RW電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-84図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 配管室（R/B B3F 北西）用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-85図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21）用ハロゲン

化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-86図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 6号機，7号機 MG電気品室用ハロゲン化物ボン

ベ 

・第 9-3-2-4-3-87図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 RW/B～C/B間クリーンアクセス通路用ハロゲン

化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-88図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 6号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送･排風機室

用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-3-89図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 6号機 HNCW冷凍機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-90図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機下部中央制御室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-91図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機プロセス計算機室用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-3-92図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（小空間固定式消火設備）の構造図 7号機計算機用無停電電源装置室用ハロゲン化

物ボンベ 

・第 9-3-2-4-4-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の構造図 SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロ

ゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-4-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の構造図 SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロ

ゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-4-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の構造図 CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロ

ゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-4-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備）の構造図 CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロ

ゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-5-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の構造図 MCC 7A-2-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-5-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の構造図 MCC 7B-2-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-5-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の構造図 MCC 7SA-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-5-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の構造図 MCC 7SB-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-5-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（電源盤・制御盤消火設備）の構造図 CUW/FPC制御盤用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-4F-①-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-4F-①-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-4F-①-

3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-3図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-M4F-①用ハロゲン化物ボンベ及び R-M4F-②

用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-6-4図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-①，R-3F-②用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-5図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-⑤用ハロゲン化物ボンベ及び R-3F-⑩用

ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-6図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-③用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-7図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-④用ハロゲン化物ボンベ及び R-3F-⑨用

ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-8図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-⑥用ハロゲン化物ボンベ及び R-3F-⑪用

ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-9図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-⑦用ハロゲン化物ボンベ及び R-3F-⑫用

ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-10図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-⑧用ハロゲン化物ボンベ及び R-3F-⑬

用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-11図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-⑭-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-3F-

⑭-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-12図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-①用ハロゲン化物ボンベ及び R-2F-③

用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-13図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-14図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-15図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-②用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-16図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-④用ハロゲン化物ボンベ及び R-2F-⑥

用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-17図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑧-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-2F-

⑧-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-18図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑧-3用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-6-19図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑨-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-20図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑨-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-2F-

⑨-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-21図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑩-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-22図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑩-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-2F-

⑩-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-23図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-24図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-2F-

⑪-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-25図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑫-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-2F-

⑫-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-26図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-2F-⑫-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-27図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-①用ハロゲン化物ボンベ及び R-1F-④

用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-28図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-②用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-29図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑤用ハロゲン化物ボンベ及び R-1F-⑥

用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-30図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑦用ハロゲン化物ボンベ及び R-1F-⑧

用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-31図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑩用ハロゲン化物ボンベ及び R-1F-⑫

用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-32図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑪用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-33図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑬用ハロゲン化物ボンベ及び R-1F-⑭

用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-6-34図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑯-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-35図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑯-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-1F-

⑯-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-36図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B1F-③用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-37図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B1F-④用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-38図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B1F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-39図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B1F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B1F-⑤-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-40図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B1F-⑤-4用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-41図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B1F-⑥用ハロゲン化物ボンベ及び R-B1F-

⑦用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-42図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-②用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-43図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-③-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B2F-③-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-44図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-⑦用ハロゲン化物ボンベ及び R-B2F-

⑬用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-45図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-46図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-47図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-④用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-48図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-⑤用ハロゲン化物ボンベ及び R-B2F-

⑨用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-6-49図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-⑥用ハロゲン化物ボンベ及び R-B2F-

⑫用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-50図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-⑩用ハロゲン化物ボンベ及び R-B2F-

⑭用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-51図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-①-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-52図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-①-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B3F-①-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-53図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-②-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-54図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-②-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B3F-②-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-55図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-③-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-56図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-③-2用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B3F-③-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-57図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-④-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B3F-④-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-58図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-④-3用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B3F-④-4用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-59図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B3F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-

B3F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-60図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-M4F-③-1用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-61図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-M4F-③-2用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-62図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-M4F-③-3用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-63図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-3F-⑮-1用ハロゲン化物ボンベ及び R-3F-

⑮-2用ハロゲン化物ボンベ 
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・第 9-3-2-4-6-64図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑨用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-65図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-1F-⑮用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-66図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B1F-①用ハロゲン化物ボンベ及び R-B1F-

②用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-67図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-①用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-6-68図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設

備（ケーブルトレイ消火設備）の構造図 R-B2F-⑧用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-7-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備）の構造図 中央制御室床下フリーア

クセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-8-1図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）の構造図 A系計装用電源室用ハロゲン

化物ボンベ 

・第 9-3-2-4-8-2図 その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備）の構造図 階段室（An/A 3F 北西）前室

用ハロゲン化物ボンベ 
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1. 概要 

  本資料は，その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備）の申請設備に係る仕様設定根拠に

ついて説明するものである。 
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2. 消火設備 

 2.1 ポンプ 

   2.1.1 電動機駆動消火ポンプ（5号機設備，6,7号機共用） 

名 称 電動機駆動消火ポンプ（5号機設備，6,7号機共用） 

容 量 m3/h/個 135以上(177) 

揚 程 m 70.4以上(75) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

原 動 機 出 力  kW/個 75 

個 数 ― １ 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用する電動機駆動消火ポンプは，

以下の機能を有する。 

 

電動機駆動消火ポンプは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の

影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

系統構成は，ろ過水タンクを水源として消火用水系統へ消火用水を供給する設計とする。 

 

 

1. 容量 

電動機駆動消火ポンプの容量は，屋外消火栓，屋内消火栓及び泡消火設備をそれぞれ使用す

る単一火災が，同時に発生した場合を想定した設計とする。 

なお，上記条件で必要なポンプの容量は，消防法施行規則 第 12 条＊1，第 22条＊2， 

第 18条＊3，＊4で定める容量を合算した 135m3/h＊5以上を満足する容量とする。 

 

公称値については，余裕を見込み 177m3/h/個とする。 

 

注記＊1： 屋内消火栓の設置個数が 2個以上の場合，2個を同時使用することが可能な容量。

放水量が 150ℓ/min/個以上×2=300ℓ/min=18m3/hを満足させること。 

＊2： 屋外消火栓の設置個数が 2個以上の場合，2個を同時使用することが可能な容量。

放水量が 400ℓ/min/個以上×2=800ℓ/min=48m3/hを満足させること。 

＊3： 軽油タンクの発泡機の必要流量 350ℓ/min=21m3/h 

＊4： 補助泡消火栓 2 個を同時使用することが可能な容量。放水量が 400ℓ/min/個以上

×2=800ℓ/min=48m3/h 

＊5： 合計必要容量 135m3/h(18m3/h+48m3/h+21m3/h+48m3/h) 

 



 

3 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1
-
5-
8-
2 
R0

 

2. 揚程 

電動機駆動消火ポンプの揚程は，屋外消火栓，屋内消火栓，泡消火設備のうち，最も揚程を

必要とする，泡消火設備に供給するために必要な静水頭，配管等の圧力損失を基に設定する。 

        静水頭    7.6m （ポンプ吸い込み～エアフォームチャンバ） 

        吐出水頭  35.7m （エアフォームチャンバ吹出圧力損失） 

        損失水頭  27.1m （配管圧力損失） 

        合計    70.4m 

以上より，電動機駆動消火ポンプの揚程は，70.4m以上とする。 

公称値については，余裕を見込み 75mとする。 

 

 

3. 最高使用圧力 

電動機駆動消火ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締め切り運転時の揚程 81m にろ過水タ

ンクの静水頭 11.3mを加えた 92.3m（0.91MPa）を上回る 0.98MPaとする。 

 

 

4. 最高使用温度 

電動機駆動消火ポンプの最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とす

る。 
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5. 原動機出力 

電動機駆動消火ポンプの原動機出力は，容量 177m3/h 時の軸動力を基に設定する。電動機駆

動消火ポンプは容量 177m3/h，揚程 75mであることから，その時の必要軸動力は，以下のとおり

52.5kWとなる。  

        Ｌ＝10−3 ∙ρ ∙ｇ ∙
（

Ｑ

3600
）∙Ｈ

η
 

          ＝10−3 × 1000 × 9.80665 ×
（

177

3600
）×75

0.69
= 52.5kW 

Ｌ：必要軸動力（kW） 

ρ：流体の密度(kg/m3)  =1000 

ｇ：重力加速度(m/s2)   =9.80665 

Ｑ：ポンプ流量(m3/h)   =177 

Ｈ：ポンプ揚程(m)    =75 

η：ポンプ効率      =0.69 

  （参考文献：「ターボポンプ用語」(ＪＩＳ Ｂ ０１３１-2002）) 

 

以上より，電動機駆動消火ポンプの原動機出力は，必要軸動力 52.5kWを上回る 75kW/個と

する。 

75kWとする。 

 

6. 個数 

電動機駆動消火ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として発電所内で発生した火災

を早期に消火するために必要な個数であり，ディーゼル駆動消火ポンプ 2 個と合わせて多様性

を確保できるよう 1個設置する。 
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   2.1.2 ディーゼル駆動消火ポンプ（5号機設備，6,7号機共用） 

名 称 ディーゼル駆動消火ポンプ（5号機設備，6,7号機共用） 

容 量 m3/h/個 135以上(177) 

揚 程 m 70.4以上(75） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.0 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

原 動 機 出 力  kW/個 91 

個 数 ― ２ 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用するディーゼル駆動消火ポンプ

は，以下の機能を有する。 

 

ディーゼル駆動消火ポンプは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火

災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

系統構成は，ろ過水タンクを水源として消火用水系統へ消火用水を供給する設計とする。 

 

 

 

1. 容量 

ディーゼル駆動消火ポンプの容量は，屋外消火栓，屋内消火栓及び泡消火設備をそれぞれ使

用する単一火災が，同時に発生した場合を想定した設計とする。 

なお，上記条件で必要なポンプの容量は，消防法施行規則 第 12 条＊1，第 22条＊2， 

第 18条＊3，＊4で定める容量を合算した 135m3/h＊5以上を満足する容量とする。 

 

公称値については，余裕を見込み 177m3/h/個とする。 

 

注記＊1：屋内消火栓の設置個数が 2個以上の場合，2個を同時使用することが可能な容量。

放水量が 150ℓ/min/個以上×2=300ℓ/min=18m3/hを満足させること。 

＊2：屋外消火栓の設置個数が 2個以上の場合，2個を同時使用することが可能な容量。

放水量が 400ℓ/min/個以上×2=800ℓ/min=48m3/hを満足させること。 

＊3：軽油タンクの発泡機の必要流量 350ℓ/min=21m3/h 

＊4：補助泡消火栓 2 個を同時使用することが可能な容量。放水量が 400ℓ/min/個以上

×2=800ℓ/min=48m3/h 

＊5：合計必要容量 135m3/h(18m3/h+48m3/h+21m3/h+48m3/h) 
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2. 揚程 

ディーゼル駆動消火ポンプの揚程は，屋外消火栓，屋内消火栓，泡消火設備のうち，最も揚

程を必要とする，泡消火設備に供給するために必要な静水頭，配管等の圧力損失を基に設定す

る。 

        静水頭    7.6m （ポンプ吸い込み～エアフォームチャンバ） 

        吐出水頭  35.7m （エアフォームチャンバ吹出圧力損失） 

        損失水頭  27.1m （配管圧力損失） 

        合計    70.4m 

以上より，ディーゼル駆動消火ポンプの揚程は，70.4m以上とする。 

公称値については，余裕を見込み 75mとする。 

 

 

3. 最高使用圧力 

ディーゼル駆動消火ポンプ 2 個の最高使用圧力は，ポンプ締め切り運転時の揚程 80m にろ過

水タンクの静水頭 11.3mを加えた 91.3m（0.90MPa）を上回る 1.0MPaとする。 

 

 

4. 最高使用温度 

ディーゼル駆動消火ポンプの最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃

とする。 
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5. 原動機出力 

ディーゼル駆動消火ポンプの原動機出力は，定格流量 177m3/hにミニフロー流量 18m3/hを加

えた 195m3/h時の軸動力を基に設定する。 

ディーゼル駆動消火ポンプの流量 195m3/h，定格揚程 75m，そのときの同ポンプの必要軸動力

は，以下のとおり 65.4kWとなる。  

       Ｌ＝10−3 ∙ρ ∙ｇ ∙
（

Ｑ

3600
）∙Ｈ

η
 

          ＝10−3 × 1000 × 9.80665 ×
（

195

3600
）×75

0.61
= 65.4kW 

Ｌ：必要軸動力（kW） 

ρ：流体の密度(kg/m3)  =1000 

ｇ：重力加速度(m/s2)   =9.80665 

Ｑ：ポンプ流量(m3/h)   =195 

Ｈ：ポンプ揚程(m)    =75 

η：ポンプ効率      =0.61 

  （参考文献：「ターボポンプ用語」(ＪＩＳ Ｂ ０１３１-2002）) 

 

以上より，ディーゼル駆動消火ポンプの原動機出力は，必要軸動力 65.4kWを上回る 91kW/個

とする。 

 

 

6. 個数 

ディーゼル駆動消火ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として発電所内で発生した

火災を早期に消火するために必要な個数であり，電動機駆動消火ポンプ 1 個と合わせて多様性

を確保するため 1個以上必要であることから 2個設置する。 
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2.2 容器 

   2.2.1 ろ過水タンク（5号機設備，6,7号機共用） 

名 称 ろ過水タンク（5号機設備，6,7号機共用） 

容 量 m3/個 120以上(1000) 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 66 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備として使用するろ過水タンクは，以下の機

能を有する。 

 

ろ過水タンクは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を限

定し，早期の消火を行うため，電動機駆動消火ポンプやディーゼル駆動消火ポンプの水源として

設置する。 

 

1. 容量 

ろ過水タンクの容量は，屋外消火栓，屋内消火栓による放水に必要な水量を合算しそれらを

同時に放水する場合を想定した設計とする。 

なお，上記条件で必要なろ過水タンクの容量は，消防法施行令第 11 条＊1，第 19 条＊2，さら

に「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」＊3で定める容量を合算し

た 120m3以上を満足する容量とする。 

 

公称値については，要求される容量を上回る 1000m3/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

ろ過水タンクの最高使用圧力は，ろ過水タンクが大気開放であることから，静水頭とする。 

 

3. 最高使用温度 

ろ過水タンクの最高使用温度は，屋外の気温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

4. 個数 

ろ過水タンクは，設計基準対象施設として多重性を確保できるよう 2個設置する。 
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注記＊1 ：屋内消火栓設備必要水源量（消防法施行令第 11条第 3 項第一号） 

屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130L/min 

         ＝260L/min＝15600L/h＝15.6m3/h 

 

  ＊2 ：屋外消火栓設備必要水源量（消防法施行令第 19条第 3 項第二号） 

屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350L/min 

         ＝700L/min＝42000L/h＝42m3/h 

 

  ＊3 ：実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 

      連続放水能力 2時間以上（合計 120m3） 

      内訳 

       屋内消火栓設備 15.6m3/h×2h=31.2m3 

              屋外消火栓設備 42m3/h×2h=84m3 

              31.2m3+84m3=115.2m3=120m3 
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   2.2.2 二酸化炭素消火設備二酸化炭素ボンベ 

名 称 

  

                用 

二酸化炭素ボンベ 

容 量 ℓ /個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 21 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する     

                         用二酸化炭素ボンベは，以下の機能を

有する。 

 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性

が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品であ

る一般汎用品型の二酸化炭素ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて定め

た容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

公称値については，要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する場

所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同様の 10.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第 19

条第 5項第六号ロにより 40℃とする。 
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4. 個数 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために，各火災区画のうち最

も多くの消火剤量を必要とするボンベ個数を設置する設計とする。また，系統分離対策が必要

な火災区域又は火災区画は，容器弁の単一故障を考慮し，消防法で要求される必要ボンベ個数

＊より 1個多い 21個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号ロにおいて定められている消火に必要な消火剤

量により算出。 
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名 称 
                用 

二酸化炭素ボンベ 

容 量 ℓ /個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 22 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 

          用二酸化炭素ボンベは，以下の機能を有する。 

 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性

が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品であ

る一般汎用品型の二酸化炭素ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて定め

た容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

公称値については，要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する場

所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同様の 10.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第 19

条第 5項第六号ロにより 40℃とする。 
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4. 個数 

設計基準対象施設として使用する二酸化炭素ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために，各火災区画のうち最

も多くの消火剤量を必要とするボンベ個数を設置する設計とする。また，系統分離対策が必要

な火災区域又は火災区画は，容器弁の単一故障を考慮し，消防法で要求される必要ボンベ個数

＊より 2個多い 22個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号ロにおいて定められている消火に必要な消火剤

量により算出。 
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  2.2.3 小空間固定式消火設備ハロゲン化物ボンベ 

名    称             用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 7個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 



 

15 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称            用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称         用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 

 



 

17 

K7
 ①

 Ｖ
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名    称             用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 7個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 HCU室（東側）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する HCU室（東側）

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称             用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 7個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称         用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 HCU室（西側）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する HCU室（西側）

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する HCW(D)サンプ，

LCW(A)サンプ室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称           用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称            用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 RIP・CRD補修室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 9 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する RIP・CRD 補修

室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 9個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 CRD交換装置制御室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する CRD交換装置制

御室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 HPACポンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する HPAC ポンプ室

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 TIP駆動装置電気盤室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する TIP駆動装置電

気盤室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 連絡トレンチ（R/B B2F）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する連絡トレンチ

（R/B B2F）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する RIP-ASD(A)(B) 

(C)(D)(E)室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 8個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称               用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 9 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために，各火災区画のうち

最も多くの消火剤量を必要とするボンベ個数を設置する設計とする。また，系統分離対策が必

要な火災区域又は火災区画は，容器弁の単一故障を考慮し，消防法で要求される必要なボンベ

個数＊より 1個多い 9個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する RIP-ASD(F)(G) 

(H)(J)(K)室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 8個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称   用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する  用ハロゲ

ン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 多重伝送盤室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 40以上(40) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する多重伝送盤室

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 40ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 40ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 クリーンアクセス通路（R-B1F-21）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 12 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置するクリーンアク

セス通路（R-B1F-21）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 12個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 連絡トレンチ（R/B B1F）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する連絡トレンチ

（R/B B1F）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 R/B地上 1階通路(A)用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R/B地上 1階通

路(A)用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称           用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称        用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 電気ペネ室（R/B 1F 東）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する電気ペネ室

（R/B 1F 東）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 除染パン室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する除染パン室用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 FCS再結合装置室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する FCS再結合装置

室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 5個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称       用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 SLCペネ，電気ペネ室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する SLCペネ，電気

ペネ室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 CUWプリコ―トポンプ・タンク室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する CUWプリコ―ト

ポンプ・タンク室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 事故後サンプリング操作盤室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する事故後サンプ

リング操作盤室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 A系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する A系北側連絡通

路用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 電気ペネ室（R/B 2F 北）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する電気ペネ室

（R/B 2F 北）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 C系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する C系北側連絡通

路用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 格納容器所員用エアロック室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する格納容器所員

用エアロック室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 B系南側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する B系南側連絡通

路用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 

 



 

52 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 電気ペネ室（R/B 2F 南）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する電気ペネ室

（R/B 2F 南）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 MSIV・SRVラッピング室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 9 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する MSIV・SRVラッ

ピング室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 9個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 

 



 

54 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称       用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 6個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称       用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称             用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 7個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 SGTS室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する SGTS 室用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 5個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 MSトンネル室空調機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する MS トンネル室

空調機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 北側 FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する北側 FMCRD制御

盤室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 6個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 DG(C)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する DG(C)/Z送風機

室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 DG(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する DG(B)/Z送風機

室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 南側 FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する南側 FMCRD制御

盤室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 6個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室用 

ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 9 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する ASD(A)/Z 送風

機室，AMバッテリー室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 9個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 DG(C)/Z排風機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する DG(C)/Z排風機

室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 ASD(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する ASD(B)/Z 送風

機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 6個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
              ， 

RFPT主油タンク(A)室前室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 13 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する       

，RFPT主油タンク(A)室前室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 13個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称               用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 13 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 13個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 IA・SA空調機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する IA・SA 空調機

室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 TCWポンプ・熱交換器室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 31 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する TCWポンプ・熱

交換器室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 31個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称              用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 20 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 20個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称             用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 配管室（H/A B2F 北西）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 24以上(24) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する配管室（H/A 

B2F 北西）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 24ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 24ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称             用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する       

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称                           用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 33 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 33個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称              用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 25 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 25個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称              用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称             用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機 HECW冷凍機(B)(D)室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7 号機 HECW 冷

凍機(B)(D)室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 5個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機 HECW冷凍機(A)(C)室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7 号機 HECW 冷

凍機(A)(C)室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機常用電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 43 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機常用電気

品室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 43個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
7号機 DC250Vバッテリー室 

（C/B MB2F）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7 号機 DC250V

バッテリー室（C/B MB2F）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
7号機 C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室用 

ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 10 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機 C/B計測

制御電源盤区域(C)送風機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 10個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
                      用 

ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 115.4以上(115.4) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する      

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 115.4ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 115.4ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 
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4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために各火災区画のうち，

最も多くの消火剤量を必要とするボンベ個数を設置する設計とする。また，系統分離対策が必

要な火災区域又は火災区画は，容器弁の単一故障を考慮し，消防法で要求される必要ボンベ個

数＊より 1個多い 8個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機ケーブル処理室 A用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機ケーブル

処理室 A用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機ケーブル処理室 B用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 82.5以上(82.5) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機ケーブル

処理室 B用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 82.5ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 82.5ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.8MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
7号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室用 

ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機 C/B計測

制御電源盤区域(B)送風機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 5個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機 MCR再循環フィルタ装置室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機 MCR再循

環フィルタ装置室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 トレイ室，ダクト室（南側）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置するトレイ室，ダク

ト室（南側）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 トレイ室，ダクト室（北側）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置するトレイ室，ダク

ト室（北側）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機 MCR送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 13 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機 MCR送風

機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 13個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 使用済樹脂デカントポンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する使用済樹脂デ

カントポンプ室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機，6号機復水移送ポンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7 号機，6 号機

復水移送ポンプ室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 6個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 RW/B地下 3階通路用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 12 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する RW/B 地下 3 階

通路用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 12個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
配管室（RW/B B2F 北東）， 

配管室（RW/B B1F 北西）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 17 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する配管室（RW/B 

B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 17個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 RW/B地下 1階通路(B)用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する RW/B 地下 1 階

通路(B)用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 7個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 RW電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 11 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する RW 電気品室用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 11個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 配管室（R/B B3F 北西）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 11 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する配管室（R/B 

B3F 北西）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 11個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21）用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する配管室・連絡ト

レンチ（R-B2F-21）用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 8個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 6号機，7号機 MG電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 9 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 6 号機，7 号機

MG電気品室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 9個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 RW/B～C/B間クリーンアクセス通路用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 10 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する RW/B～C/B間ク

リーンアクセス通路用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 10個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 
6号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送・排風機室用 

ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 6号機 C/B計測

制御電源盤区域(B)送・排風機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 6号機 HNCW冷凍機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 20 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 6 号機 HNCW 冷

凍機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 20個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機下部中央制御室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機下部中央

制御室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機プロセス計算機室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 9 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機プロセス

計算機室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 9個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名    称 7号機計算機用無停電電源装置室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上(68) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する 7号機計算機用

無停電電源装置室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 68ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 3個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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  2.2.4 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備ハロゲン化物ボンベ 

名 称 SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 70以上(70) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する SLCポンプ(A) 

局所消火設備用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 70ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 70ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名 称 SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 70以上(70) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する SLCポンプ(B) 

局所消火設備用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 70ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 70ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 2個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名 称 CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 70以上(70) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する CRDポンプ(A) 

局所消火設備用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 70ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 70ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名 称 CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 70以上(70) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する CRDポンプ(B) 

局所消火設備用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である 70ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 70ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安

全性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される

必要なボンベ個数＊である 4個のボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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  2.2.5 電源盤・制御盤消火設備ハロゲン化物ボンベ 

名 称 MCC 7A-2-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する MCC 7A-2-1用 

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 MCC 7A-2-1用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき MCC 7A-2-1（電源盤）の消火に必要

なボンベ個数である 2個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 MCC 7B-2-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する MCC 7B-2-1用 

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 MCC 7B-2-1用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき MCC 7B-2-1（電源盤）の消火に必要

なボンベ個数である 2個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 MCC 7SA-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個   

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する MCC 7SA-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上，  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個，  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 MCC 7SA-1用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき MCC 7SA-1（電源盤）の消火に必要な

ボンベ個数である  ℓ 容器 1個，  ℓ 容器 2個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 MCC 7SB-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個   

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する MCC 7SB-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上，  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個，  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 MCC 7SB-1用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき MCC 7SB-1（電源盤）の消火に必要な

ボンベ個数である  ℓ 容器 1個，  ℓ 容器 2個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 CUW/FPC制御盤用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する CUW/FPC制御盤

用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 CUW/FPC 制御盤用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき CUW/FPC 制御盤の消火に必要な

ボンベ個数である 2個のボンベを設置する設計とする。 
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  2.2.6 ケーブルトレイ消火設備ハロゲン化物ボンベ 

名 称 R-4F-①-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-4F-①-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-4F-①-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-4F-①-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

 

 



 

117 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 R-4F-①-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-4F-①-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-4F-①-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-4F-①-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-4F-①-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-4F-①-3用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-4F-①-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-4F-①-3 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-M4F-①用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-M4F-①用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-M4F-①用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-M4F-①の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-M4F-②用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-M4F-②用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-M4F-②用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-M4F-②の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-①，R-3F-②用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-①，R-3F-

②用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-①，R-3F-②用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-①，R-3F-②の消火に必

要なボンベ個数である 2個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑤用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑤用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑤の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑩用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑩用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑩用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑩の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-③用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-③用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-③用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-③の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-④用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-④用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-④用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-④の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑨用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑨用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑨用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑨の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑥用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑥用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑥の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑪用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑪用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑪用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑪の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑦用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑦用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑦の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑫用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑫用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑫用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑫の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑧用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑧用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑧用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑧の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑬用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑬用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑬用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑬の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑭-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑭-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑭-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑭-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑭-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑭-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑭-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑭-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-①用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-①用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-①用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-①の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-③用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-③用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-③用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-③の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑤用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑤用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑤の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑦用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑦用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑦の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-②用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-②用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-②用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-②の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-④用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-④用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-④用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-④の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑥用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑥用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑥の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑧-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑧-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑧-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑧-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑧-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑧-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑧-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑧-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑧-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑧-3用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑧-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑧-3 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑨-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑨-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑨-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑨-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

 

 

 



 

146 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 R-2F-⑨-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑨-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑨-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑨-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑨-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑨-3用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑨-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑨-3 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑩-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑩-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑩-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑩-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑩-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑩-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑩-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑩-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑩-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑩-3用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑩-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑩-3 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑪-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑪-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑪-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑪-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑪-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑪-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑪-3用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑪-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑪-3 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑫-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑫-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑫-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑫-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑫-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑫-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑫-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑫-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-2F-⑫-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-2F-⑫-3用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-2F-⑫-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-2F-⑫-3 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-①用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-①用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-①用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-①の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-④用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-④用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-④用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-④の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-②用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-②用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-②用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-②の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑤用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑤用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑤の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑥用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑥用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑥の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑦用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑦用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑦の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑧用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑧用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑧用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑧の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑩用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑩用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑩用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑩の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑫用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑫用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑫用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑫の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑪用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑪用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑪用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑪の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑬用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑬用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑬用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑬の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑭用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑭用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑭用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑭の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑯-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑯-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑯-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑯-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑯-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑯-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑯-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑯-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

 

 

 



 

171 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 R-1F-⑯-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑯-3用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑯-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑯-3 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-③用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-③用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-③用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-③の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-④用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-④用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-④用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-④の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-⑤-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-⑤-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-⑤-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-⑤-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-⑤-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-⑤-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-⑤-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-⑤-3 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-⑤-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-⑤-3 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-⑤-4用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-⑤-4 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-⑤-4 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-⑤-4 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-⑥用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-⑥用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-⑥の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-⑦用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-⑦用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-⑦の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-②用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-②用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-②用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-②の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

 

 

 



 

181 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 R-B2F-③-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-③-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-③-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-③-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-③-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-③-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-③-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-③-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑦用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑦用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑦の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑬用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑬用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑬用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑬の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑪-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑪-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑪-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑪-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑪-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑪-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

 

 

 



 

187 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 R-B2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑪-3 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑪-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑪-3 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-④用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-④用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-④用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-④の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑤用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑤用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑤の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑨用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑨用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑨用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑨の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑥用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑥用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑥の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑫用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑫用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑫用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑫の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑩用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑩用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑩用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑩の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑭用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑭用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑭用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑭の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-①-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-①-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-①-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-①-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-①-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-①-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-①-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-①-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-①-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-①-3 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-①-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-①-3 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-②-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-②-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-②-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-②-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-②-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-②-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-②-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-②-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-②-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-②-3 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-②-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-②-3 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

 

 

 



 

201 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 R-B3F-③-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-③-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-③-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-③-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-③-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-③-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-③-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-③-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-③-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-③-3 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-③-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-③-3 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 

 

 

 

 



 

204 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 R-B3F-④-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-④-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-④-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-④-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-④-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-④-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-④-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-④-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-④-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-④-3 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-④-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-④-3 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-④-4用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-④-4 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-④-4 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-④-4 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-⑤-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-⑤-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-⑤-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B3F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B3F-⑤-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B3F-⑤-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B3F-⑤-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-M4F-③-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-M4F-③-1 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-M4F-③-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-M4F-③-1 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-M4F-③-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-M4F-③-2 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-M4F-③-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-M4F-③-2 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-M4F-③-3用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-M4F-③-3 用

ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-M4F-③-3 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-M4F-③-3 の消火に必要なボンベ

個数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑮-1用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑮-1用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑮-1 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑮-1 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-3F-⑮-2用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-3F-⑮-2用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-3F-⑮-2 用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-3F-⑮-2 の消火に必要なボンベ個

数である 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑨用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑨用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ  ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑨用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑨の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-1F-⑮用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-1F-⑮用ハロ

ゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-1F-⑮用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-1F-⑮の消火に必要なボンベ個数であ

る 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-①用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-①用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-①用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-①の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B1F-②用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B1F-②用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B1F-②用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B1F-②の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-①用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-①用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-①用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-①の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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名 称 R-B2F-⑧用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する R-B2F-⑧用ハ

ロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である   ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 4.6MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

 R-B2F-⑧用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき R-B2F-⑧の消火に必要なボンベ個数で

ある 1個のボンベを設置する設計とする。 
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  2.2.7 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備ハロゲン化物ボンベ 

名    称 
中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用 

ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個  

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する中央制御室床

下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品で

ある一般汎用品型のハロゲン化物ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて

定めた容量である  ℓ/個以上とする。 

 

 公称値については要求される容量と同じ   ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する

場所の周囲最高温度 40℃におけるボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

 設計基準対象施設として使用するハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第

20条第 4項第四号に基づき，40℃とする。 

 

4. 個数 

  中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボンベは，試験結果に基づき

中央制御室床下フリーアクセスフロアの消火に必要なボンベ個数である 6個のボンベを設置す

る設計とする。 
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  2.2.8 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備ハロゲン化物ボンベ 

名 称 A系計装用電源室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上（68） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 10 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する A系計装用電源

室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 ハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影

響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

ハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品である一般汎用品型のハロゲン化物

ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて定めた容量である 68ℓ/個以上とす

る。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する場所の周囲最高温度 40℃における

ボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

ハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第 20条第 4項第四号に基づき，40℃

とする。 

 

4. 個数 

ハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の

影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される必要なボンベ個数＊である 10個の

ボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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名 称 階段室（An/A 3F 北西）前室用ハロゲン化物ボンベ 

容 量 ℓ/個 68以上（68） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところに設置する階段室（An/A 

3F 北西）前室用ハロゲン化物ボンベは，以下の機能を有する。 

 

 ハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影

響を限定し，早期の消火を行うために設置する。 

 

1. 容量 

ハロゲン化物ボンベの容量は，高圧ガス保安法の適合品である一般汎用品型のハロゲン化物

ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカにて定めた容量である 68ℓ/個以上とす

る。 

 

 公称値については要求される容量と同じ 68ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力 

ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力は，ボンベを設置する場所の周囲最高温度 40℃における

ボンベ内圧と同じ 5.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度 

ハロゲン化物ボンベの最高使用温度は，消防法施行規則第 20条第 4項第四号に基づき，40℃

とする。 

 

4. 個数 

ハロゲン化物ボンベは，火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の

影響を限定し，早期の消火を行うために消防法で要求される必要なボンベ個数＊である 5 個の

ボンベを設置する設計とする。 

 

注記＊：消防法施行規則第 20 条第 3 項において定められている消火に必要な消火剤量によ

り算出。 
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 2.3 主配管 

   2.3.1 水系消火設備主配管 

名 称 

No.3,4ろ過水タンク（山側ノズル） 
～ 

電動機駆動消火ポンプ 
（5号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 318.5，216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，No.3,4ろ過水タンク（山側ノズル）と電動機駆動消火ポンプを接続する配管であり，

発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径  

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備で消費する圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，318.5mm，216.3mmとする。 
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名 称 

No.3,4ろ過水タンク（海側ノズル） 
～ 

ディーゼル駆動消火ポンプ 5A， 
ディーゼル駆動消火ポンプ 5B 
（5号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 318.5，216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，No.3,4ろ過水タンク（海側ノズル）とディーゼル駆動消火ポンプ 5A， ディーゼル

駆動消火ポンプ 5Bを接続する配管であり，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設

置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，318.5mm，216.3mmとする。 
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名 称 

給水建屋内分岐点（ポンプ吸込側） 
～ 

大湊側 D/Dポンプ建屋内分岐点 
（5号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 318.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，給水建屋内分岐点（ポンプ吸込側）と大湊側 D/D ポンプ建屋内分岐点を接続する配

管であり，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，318.5mmとする。 
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名 称 

ディーゼル駆動消火ポンプ 5A， 
ディーゼル駆動消火ポンプ 5B 

～ 
U43-F023 

（5号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，ディーゼル駆動消火ポンプ 5A，ディーゼル駆動消火ポンプ 5Bと U43-F023を接続す

る配管であり，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

  本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mmとする。 
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名 称 
電動機駆動消火ポンプ 

～ 
U43-F023（5号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，電動機駆動消火ポンプと U43-F023を接続する配管であり，発電所内で発生した火災

を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

  本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11条，第 19条及び消防法施行規則第 18条で求めている条

件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対し，

ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mmとする。 
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名 称 

給水建屋内分岐点（ポンプ吐出側） 
～ 

U43-F069及び U43-F096 
（5号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，給水建屋内分岐点（ポンプ吐出側）と U43-F069及び U43-F096を接続する配管であ

り，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

  本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11条，第 19条及び消防法施行規則第 18条で求めている条

件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対し，

ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mmとする。 
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名 称 

トレンチ内第 1分岐点（U43-F022） 
～ 

廃棄物処理建屋西側分岐点 
（6号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98，1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3，165.2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，トレンチ内第 1 分岐点（U43-F022）と廃棄物処理建屋西側分岐点を接続する配管で

あり，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 1.1 最高使用圧力 0.98MPa 

本配管のうち屋外に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 0.98MPaとする。 

 1.2 最高使用圧力 1.37MPa 

本配管のうち屋内に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋内消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 1.37MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mm，165.2mmとする。 
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名 称 

トレンチ内第 2分岐点（U43-F024） 
～ 

トレンチ内第 3分岐点（U43-F024） 
（6号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，トレンチ内第 2 分岐点（U43-F024）とトレンチ内第 3分岐点（U43-F024）を接続す

る配管であり，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

  本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11条，第 19条及び消防法施行規則第 18条で求めている条

件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対し，

ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mmとする。 
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名 称 

U43-F052 
～ 

U43-F029 
（6号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，U43-F052 と U43-F029 を接続する配管であり，発電所内で発生した火災を早期に消

火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

  本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋外に設置している配管であることから，外気温度＊を上回る 66℃

とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mmとする。 

 

  注記＊：外気の温度は，柏崎市の過去最高気温(37.6℃)を上回る，柏崎市の観測記録に基づ

く年超過確率 10-4の気温である 38.8℃とする。 
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名 称 

U43-F069 
～ 

U43-F051 
（6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，U43-F069 と U43-F051 を接続する配管であり，発電所内で発生した火災を早期に消

火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

  本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋外に設置している配管であることから，外気温度＊を上回る 66℃

とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mmとする。 

 

  注記＊：外気の温度は，柏崎市の過去最高気温(37.6℃)を上回る，柏崎市の観測記録に基づ

く年超過確率 10-4の気温である 38.8℃とする。 
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名 称 

U43-F051 
～ 

U43-F052 
（6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，U43-F051 と U43-F052 を接続する配管であり，発電所内で発生した火災を早期に消

火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

  本配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋外に設置している配管であることから，外気温度＊を上回る 66℃

とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条，第 19 条及び消防法施行規則第 18 条で求めている

条件で消火設備を同時使用した場合を想定し，個々の水系消火設備が必要とする圧力損失に対

し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定し，216.3mmとする。 

 

  注記＊：外気の温度は，柏崎市の過去最高気温(37.6℃)を上回る，柏崎市の観測記録に基づ

く年超過確率 10-4の気温である 38.8℃とする。 
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名 称 
7号機原子炉建屋供給ライン分岐点 

～ 
7号機原子炉建屋内第 1分岐点 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98，1.37  

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，7 号機原子炉建屋供給ライン分岐点と 7 号機原子炉建屋内第 1 分岐点を接続する配

管であり，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 1.1 最高使用圧力 0.98MPa 

本配管のうち屋外に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 0.98MPaとする。 

 

 1.2 最高使用圧力 1.37MPa 

本配管のうち屋内に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋内消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 1.37MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条で求めている条件で消火設備を使用した場合を想定

し，消火系屋内消火設備が必要とする圧力損失に対し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定

し，114.3mmとする。 
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名 称 
7号機タービン建屋供給ライン分岐点 

～ 
7号機タービン建屋内第 1分岐点 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98，1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，7 号機タービン建屋供給ライン分岐点と 7 号機タービン建屋内第 1 分岐点を接続す

る配管であり，発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 1.1 最高使用圧力 0.98MPa 

本配管のうち屋外に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 0.98MPaとする。 

 

 1.2 最高使用圧力 1.37MPa 

本配管のうち屋内に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋内消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 1.37MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条で求めている条件で消火設備を使用した場合を想定

し，消火系屋内消火設備が必要とする圧力損失に対し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定

し，114.3mmとする。 



237 

K7
 
①
 Ｖ

-1
-
1
-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

5号機原子炉建屋供給ライン分岐点 
～ 

5号機 U43-F051 
（5号機設備，6,7号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98，1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，5 号機原子炉建屋供給ライン分岐点と 5 号機 U43-F051 を接続する配管であり，発

電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。  

 

1. 最高使用圧力 

 1.1 最高使用圧力 0.98MPa 

本配管のうち屋外に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋外消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 0.98MPaとする。 

 

 1.2 最高使用圧力 1.37MPa 

本配管のうち屋内に設置する配管の最高使用圧力は，消火系屋内消火栓設備の最高使用圧

力と同じ 1.37MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

  本配管の最高使用温度は，屋内の室温 40℃を考慮し，余裕をもって 66℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，消防法施行令第 11 条で求めている条件で消火設備を使用した場合を想定

し，消火系屋内消火設備が必要とする圧力損失に対し，ポンプの揚程が許容できる外径を選定

し，114.3mmとする。 
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  2.3.2 二酸化炭素消火設備主配管 

名 称 

                 

                用 

二酸化炭素ボンベ 

～ 

U43-F1101 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，48.6，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，                               用二酸化炭素

ボンベと U43-F1101を接続する配管であり， 

内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を 1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス

量＊2を 1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している 42.7mm，48.6mm，76.3mm

とする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U43-F1101 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U43-F1101と           を接続する配管であり，          

 内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス量

＊2を1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

    供給ライン分岐点 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，    供給ライン分岐点と    を接続する配管であり，    内で発生した

火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を 1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス

量＊2を 1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している 76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 

 

 

 



 

241 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

           供給ライン分岐点 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，           供給ライン分岐点と          を接続する配管

であり，                     内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                              

  用二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を 1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス

量＊2を 1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している 42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

    供給ライン分岐点 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，    供給ライン分岐点と    を接続する配管であり，    で発生した火

災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                                                          

  用二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                                                          

  用二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を 1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス

量＊2を 1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している 76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 

 

 



 

243 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

                      用 

二酸化炭素ボンベ 

～ 

U43-F1106 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，48.6，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，               用二酸化炭素ボンベとU43-F1106を接続する配管

であり，               内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，               用二酸化炭素ボンベの最高使用

圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，               用二酸化炭素ボンベの最高使用

温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を 1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス

量＊2を 1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している 42.7mm，48.6mm，76.3mm

とする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U43-F1106 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，U43-F1106と           を接続する配管であり，          

内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，               用二酸化炭素ボンベの最高使用

圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，               用二酸化炭素ボンベの最高使用

温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を 1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス

量＊2を 1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している 42.7mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

    供給ライン分岐点 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，    供給ライン分岐点と    を接続する配管であり，   内で発生した

火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，               用二酸化炭素ボンベの最高使用

圧力と同じ10.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，               用二酸化炭素ボンベの最高使用

温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を 1.4MPa以上＊1及び消火に必要な二酸化炭素ガス

量＊2を 1分以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している 76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 19条第 2項第二号において定められている噴射ヘッドの放射

圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 19 条第 4 項第一号において定められている消火に必要な二酸

化炭素ガス量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 19条第 2項第三号において定められている放射時間 
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  2.3.3 小空間固定式消火設備主配管 

名 称 

            用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

           用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，           用ハロゲン化物ボンベと           を接続す

る配管であり，           内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，           用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力

と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，           用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度

と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

        用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，         用ハロゲン化物ボンベと       を接続する配管であり， 

        内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，        用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，        用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

            用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

HCU室（東側）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

HCU室（東側） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，HCU室（東側）用ハロゲン化物ボンベとHCU室（東側）を接続する配管であり，HCU室

（東側）内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，HCU室（東側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，HCU室（東側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃

とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

            用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

        用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，        用ハロゲン化物ボンベと       を接続する配管であり， 

        内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，        用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，        用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

HCU室（西側）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

HCU室（西側） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，HCU室（西側）用ハロゲン化物ボンベとHCU室（西側）を接続する配管であり，HCU室

（西側）内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，HCU室（西側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，HCU室（西側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃

とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3，60.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室用ハロゲン化物ボンベとHCW(D)サンプ，LCW(A)サン

プ室を接続する配管であり，HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室内で発生した火災を早期に消火する

ために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，HCW(D)サンプ，LCW(A)サンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mm，60.5mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 

 

 
 

 



 

255 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

                    用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，          用ハロゲン化物ボンベと          を接続する配

管であり，          内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と

同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，          用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と

同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

           用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，           用ハロゲン化物ボンベと           を接続す

る配管であり，           内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，           用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力

と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，           用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度

と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
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名 称 

RIP・CRD補修室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

RIP・CRD補修室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，RIP・CRD補修室用ハロゲン化物ボンベとRIP・CRD補修室を接続する配管であり，RIP・

CRD補修室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，RIP・CRD補修室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，RIP・CRD補修室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
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名 称 

CRD交換装置制御室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

CRD交換装置制御室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD交換装置制御室用ハロゲン化物ボンベとCRD交換装置制御室を接続する配管であ

り，CRD交換装置制御室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRD交換装置制御室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRD交換装置制御室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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-5
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名 称 

HPACポンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

HPACポンプ室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，HPACポンプ室用ハロゲン化物ボンベとHPACポンプ室を接続する配管であり，HPACポ

ンプ室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，HPACポンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，HPACポンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃

とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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-1

-5
-8
-2
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名 称 

TIP駆動装置電気盤室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

TIP駆動装置電気盤室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，TIP駆動装置電気盤室用ハロゲン化物ボンベとTIP駆動装置電気盤室を接続する配管

であり，TIP駆動装置電気盤室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，TIP駆動装置電気盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同

じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，TIP駆動装置電気盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同

じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

連絡トレンチ（R/B B2F）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

連絡トレンチ（R/B B2F） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，連絡トレンチ（R/B B2F）用ハロゲン化物ボンベと連絡トレンチ（R/B B2F）を接

続する配管であり，連絡トレンチ（R/B B2F）内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，連絡トレンチ（R/B B2F）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，連絡トレンチ（R/B B2F）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
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名 称 

RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室用ハロゲン化物ボンベとRIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室を接

続する配管であり，RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，RIP-ASD(A)(B)(C)(D)(E)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

              用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

U53-F811-30-S1，S2，S3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，              用ハロゲン化物ボンベとU53-F811-30-S1,S2,S3を接

続する配管であり，              内で発生した火災を早期に消火するために設

置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U53-F811-30-S1 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U53-F811-30-S1と            を接続する配管であり，       

      内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U53-F811-30-S2 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U53-F811-30-S2と            を接続する配管であり，      

      内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U53-F811-30-S3 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U53-F811-30-S3と            を接続する配管であり，       

      内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室用ハロゲン化物ボンベとRIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室を接

続する配管であり，RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

  用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  用ハロゲン化物ボンベと  を接続する配管であり，  内で発生した火災を

早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，  用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，  用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

多重伝送盤室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

多重伝送盤室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，多重伝送盤室用ハロゲン化物ボンベと多重伝送盤室を接続する配管であり，多重伝

送盤室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，多重伝送盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，多重伝送盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃

とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，48.6mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

クリーンアクセス通路（R-B1F-21）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

クリーンアクセス通路（R-B1F-21） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 60.5，48.6，42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，クリーンアクセス通路（R-B1F-21）用ハロゲン化物ボンベとクリーンアクセス通路

（R-B1F-21）を接続する配管であり，クリーンアクセス通路（R-B1F-21）内で発生した火災を早

期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，クリーンアクセス通路（R-B1F-21）用ハロゲン化物ボンベの最

高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，クリーンアクセス通路（R-B1F-21）用ハロゲン化物ボンベの最

高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している60.5mm，48.6mm，42.7mm，

34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

連絡トレンチ（R/B B1F）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

連絡トレンチ（R/B B1F） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，連絡トレンチ（R/B B1F）用ハロゲン化物ボンベと連絡トレンチ（R/B B1F）を接

続する配管であり，連絡トレンチ（R/B B1F）内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，連絡トレンチ（R/B B1F）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，連絡トレンチ（R/B B1F）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

R/B地上 1階通路(A)用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R/B地上 1階通路(A) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R/B地上1階通路(A)用ハロゲン化物ボンベとR/B地上1階通路(A)を接続する配管であ

り，R/B地上1階通路(A)内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R/B地上1階通路(A)用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R/B地上1階通路(A)用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

          用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，          用ハロゲン化物ボンベと         を接続する配管

であり，          内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，          用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同

じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，          用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同

じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mm，48.6mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，        用ハロゲン化物ボンベと        を接続する配管であり，   

        内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，       用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

電気ペネ室（R/B 1F 東）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

電気ペネ室（R/B 1F 東） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，電気ペネ室（R/B 1F 東）用ハロゲン化物ボンベと電気ペネ室（R/B 1F 東）を

接続する配管であり，電気ペネ室（R/B 1F 東）内で発生した火災を早期に消火するために設置

する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，電気ペネ室（R/B 1F 東）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，電気ペネ室（R/B 1F 東）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

除染パン室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

除染パン室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，除染パン室用ハロゲン化物ボンベと除染パン室を接続する配管であり，除染パン室

内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，除染パン室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，除染パン室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mm，48.6mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

FCS再結合装置室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

FCS再結合装置室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，FCS再結合装置室用ハロゲン化物ボンベとFCS再結合装置室を接続する配管であり，

FCS再結合装置室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，FCS再結合装置室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，FCS再結合装置室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

      用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は      用ハロゲン化物ボンベと      を接続する配管であり，     

 内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，      用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，      用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

SLCペネ，電気ペネ室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

SLCペネ，電気ペネ室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLCペネ，電気ペネ室用ハロゲン化物ボンベとSLCペネ，電気ペネ室を接続する配管

であり，SLCペネ，電気ペネ室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCペネ，電気ペネ室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同

じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCペネ，電気ペネ室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同

じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

CUWプリコートポンプ・タンク室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

CUWプリコートポンプ・タンク室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CUWプリコートポンプ・タンク室用ハロゲン化物ボンベとCUWプリコートポンプ・タ

ンク室を接続する配管であり，CUWプリコートポンプ・タンク室内で発生した火災を早期に消火す

るために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CUWプリコートポンプ・タンク室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CUWプリコートポンプ・タンク室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

事故後サンプリング操作盤室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

事故後サンプリング操作盤室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，事故後サンプリング操作盤室用ハロゲン化物ボンベと事故後サンプリング操作盤室

を接続する配管であり，事故後サンプリング操作盤室内で発生した火災を早期に消火するために

設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，事故後サンプリング操作盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用

圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，事故後サンプリング操作盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用

温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，48.6mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

A系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

A系北側連絡通路 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，A系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベとA系北側連絡通路を接続する配管であり，

A系北側連絡通路内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，A系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，A系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

電気ペネ室（R/B 2F 北）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

電気ペネ室（R/B 2F 北） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，電気ペネ室（R/B 2F 北）用ハロゲン化物ボンベと電気ペネ室（R/B 2F 北）を

接続する配管であり，電気ペネ室（R/B 2F 北）内で発生した火災を早期に消火するために設置

する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，電気ペネ室（R/B 2F 北）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，電気ペネ室（R/B 2F 北）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

C系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

C系北側連絡通路 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，C系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベとC系北側連絡通路を接続する配管であり，

C系北側連絡通路内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，C系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，C系北側連絡通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

格納容器所員用エアロック室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

格納容器所員用エアロック室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，格納容器所員用エアロック室用ハロゲン化物ボンベと格納容器所員用エアロック室

を接続する配管であり，格納容器所員用エアロック室内で発生した火災を早期に消火するために

設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，格納容器所員用エアロック室用ハロゲン化物ボンベの最高使用

圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，格納容器所員用エアロック室用ハロゲン化物ボンベの最高使用

温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，48.6mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

B系南側連絡通路用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

B系南側連絡通路 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，B系南側連絡通路用ハロゲン化物ボンベとB系南側連絡通路を接続する配管であり，

B系南側連絡通路内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，B系南側連絡通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，B系南側連絡通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

電気ペネ室（R/B 2F 南）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

電気ペネ室（R/B 2F 南） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，電気ペネ室（R/B 2F 南）用ハロゲン化物ボンベと電気ペネ室（R/B 2F 南）を

接続する配管であり，電気ペネ室（R/B 2F 南）内で発生した火災を早期に消火するために設置

する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，電気ペネ室（R/B 2F 南）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，電気ペネ室（R/B 2F 南）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mm，48.6mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

MSIV・SRVラッピング室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

MSIV・SRVラッピング室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，MSIV・SRVラッピング室用ハロゲン化物ボンベとMSIV・SRVラッピング室を接続する

配管であり，MSIV・SRVラッピング室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，MSIV・SRVラッピング室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と

同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，MSIV・SRVラッピング室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と

同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

      用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，      用ハロゲン化物ボンベと      を接続する配管であり，     

 内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，      用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，      用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

      用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，      用ハロゲン化物ボンベと      を接続する配管であり，    

 内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，           用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，      用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

                         用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

SGTS室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

SGTS室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SGTS室用ハロゲン化物ボンベとSGTS室を接続する配管であり，SGTS室内で発生した

火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SGTS室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SGTS室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

MSトンネル室空調機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

MSトンネル室空調機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，MSトンネル室空調機室用ハロゲン化物ボンベとMSトンネル室空調機室を接続する配

管であり，MSトンネル室空調機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，MSトンネル室空調機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と

同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，MSトンネル室空調機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と

同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 

 

 

 

 



 

294 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

北側 FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

北側 FMCRD制御盤室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，北側FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベと北側FMCRD制御盤室を接続する配管であ

り，北側FMCRD制御盤室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，北側FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，北側FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

DG(C)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

DG(C)/Z送風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，DG(C)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベとDG(C)/Z送風機室を接続する配管であり，

DG(C)/Z送風機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，DG(C)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，DG(C)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

DG(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

DG(B)/Z送風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，DG(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベとDG(B)/Z送風機室を接続する配管であり，

DG(B)/Z送風機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，DG(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，DG(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

南側 FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

南側 FMCRD制御盤室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，南側FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベと南側FMCRD制御盤室を接続する配管であ

り，南側FMCRD制御盤室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，南側FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，南側FMCRD制御盤室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している60.5mm，48.6mm，42.7mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室用ハロゲン化物ボンベとASD(A)/Z送風機室，AM

バッテリー室を接続する配管であり，ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室内で発生した火災を早

期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室用ハロゲン化物ボンベの最

高使用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，ASD(A)/Z送風機室，AMバッテリー室用ハロゲン化物ボンベの最

高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mm，48.6mm

とする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

DG(C)/Z排風機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

DG(C)/Z排風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，DG(C)/Z排風機室用ハロゲン化物ボンベとDG(C)/Z排風機室を接続する配管であり，

DG(C)/Z排風機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，DG(C)/Z排風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，DG(C)/Z排風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

ASD(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

ASD(B)/Z送風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，ASD(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベとASD(B)/Z送風機室を接続する配管であ

り，ASD(B)/Z送風機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，ASD(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，ASD(B)/Z送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

              ，RFPT主油タンク(A)室前室用ハ

ロゲン化物ボンベ～             ， 

RFPT主油タンク(A)室前室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，                        ，RFPT主油タンク(A)室前室用ハロゲン化物ボンベと               

，RFPT主油タンク(A)室前室を接続する配管であり，         

   ，RFPT主油タンク(A)室前室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，             ，RFPT主油タンク(A)室前室用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，             ，RFPT主油タンク(A)室前室用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

             用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，             用ハロゲン化物ボンベと             

を接続する配管であり，             内で発生した火災を早期に消火するため

に設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使用

圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，              用ハロゲン化物ボンベの最高使用

温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

IA・SA空調機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

IA・SA空調機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，IA・SA空調機室用ハロゲン化物ボンベとIA・SA空調機室を接続する配管であり，IA・

SA空調機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，IA・SA空調機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，IA・SA空調機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 

 

 

 

 



 

304 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

TCWポンプ・熱交換器室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

TCWポンプ・熱交換器室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，TCWポンプ・熱交換器室用ハロゲン化物ボンベとTCWポンプ・熱交換器室を接続する

配管であり，TCWポンプ・熱交換器室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，TCWポンプ・熱交換器室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と

同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，TCWポンプ・熱交換器室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と

同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

                          用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，48.6mm，42.7mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
 

 

 

 

 



 

306 

K7
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 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
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名 称 

            用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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-1
-1

-5
-8
-2
 R
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名 称 

配管室（H/A B2F 北西）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

配管室（H/A B2F 北西） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，配管室（H/A B2F 北西）用ハロゲン化物ボンベと配管室（H/A B2F 北西）を接

続する配管であり，配管室（H/A B2F 北西）内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，配管室（H/A B2F 北西）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，配管室（H/A B2F 北西）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

            用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
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名 称 

             用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5，48.6，42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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-1
-1

-5
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名 称 

             用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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K7
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 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
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名 称 

             用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，             用ハロゲン化物ボンベと             

を接続する配管であり，             内で発生した火災を早期に消火するため

に設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，             用ハロゲン化物ボンベの最高使用

圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，             用ハロゲン化物ボンベの最高使用

温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
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名 称 

            用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，            用ハロゲン化物ボンベと            を接

続する配管であり，            内で発生した火災を早期に消火するために設置す

る。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，            用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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-1

-5
-8
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名 称 

7号機 HECW冷凍機(B)(D)室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機 HECW冷凍機(B)(D)室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 60.5，42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機HECW冷凍機(B)(D)室用ハロゲン化物ボンベと7号機HECW冷凍機(B)(D)室を接続

する配管であり，7号機HECW冷凍機(B)(D)室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機HECW冷凍機(B)(D)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力

と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機HECW冷凍機(B)(D)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度

と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している60.5mm，42.7mm，34.0mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機 HECW冷凍機(A)(C)室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機 HECW冷凍機(A)(C)室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機HECW冷凍機(A)(C)室用ハロゲン化物ボンベと7号機HECW冷凍機(A)(C)室を接続

する配管であり，7号機HECW冷凍機(A)(C)室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機HECW冷凍機(A)(C)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力

と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機HECW冷凍機(A)(C)室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度

と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機常用電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機常用電気品室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機常用電気品室用ハロゲン化物ボンベと7号機常用電気品室を接続する配管であ

り，7号機常用電気品室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機常用電気品室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機常用電気品室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mm，60.5mm，

48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機 DC250Vバッテリー室（C/B MB2F）用 

ハロゲン化物ボンベ～ 

7号機 DC250Vバッテリー室（C/B MB2F） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機DC250Vバッテリー室（C/B MB2F）用ハロゲン化物ボンベと7号機DC250Vバッテ

リー室（C/B MB2F）を接続する配管であり，7号機DC250Vバッテリー室（C/B MB2F）内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機DC250Vバッテリー室（C/B MB2F）用ハロゲン化物ボンベ

の最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機DC250Vバッテリー室（C/B MB2F）用ハロゲン化物ボンベ

の最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機 C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室用 

ハロゲン化物ボンベ 

～7号機 C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室用ハロゲン化物ボンベと7号機C/B計測制

御電源盤区域(C)送風機室を接続する配管であり，7号機C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室用ハロゲン化物ボンベ

の最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機C/B計測制御電源盤区域(C)送風機室用ハロゲン化物ボンベ

の最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

 

         用ハロゲン化物ボンベ 

～U53-F831-7-S1，S2，S3，S4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 114.3，89.1，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，                     用ハロゲン化物ボンベとU53-F831-

7-S1,S2,S3,S4を接続する配管であり，                     内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している114.3mm，89.1mm，76.3mm

とする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U53-F831-7-S1～ 

 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3，60.5，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U53-F831-7-S1と                                                        

を接続する配管であり，                               

  内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mm，60.5mm，

48.6mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U53-F831-7-S2～ 

 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U53-F831-7-S2と                                                  

を接続する配管であり，                                

  内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U53-F831-7-S3～ 

 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U53-F831-7-S3と                                            

を接続する配管であり，                               

  内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

U53-F831-7-S4～ 

 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，U53-F831-7-S4と                             

を接続する配管であり，                              

  内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，                      用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機ケーブル処理室 A用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機ケーブル処理室 A 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機ケーブル処理室A用ハロゲン化物ボンベと7号機ケーブル処理室Aを接続する配

管であり，7号機ケーブル処理室A内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機ケーブル処理室A用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と

同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機ケーブル処理室A用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と

同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機ケーブル処理室 B用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機ケーブル処理室 B 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機ケーブル処理室B用ハロゲン化物ボンベと7号機ケーブル処理室Bを接続する配

管であり，7号機ケーブル処理室B内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機ケーブル処理室B用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と

同じ4.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機ケーブル処理室B用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と

同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.3MPa以上＊1及び消火に必要なHFC-227eaガス 

量＊2を10秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室用 

ハロゲン化物ボンベ 

～7号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室用ハロゲン化物ボンベと7号機C/B計測制

御電源盤区域(B)送風機室を接続する配管であり，7号機C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室用ハロゲン化物ボンベ

の最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機C/B計測制御電源盤区域(B)送風機室用ハロゲン化物ボンベ

の最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mm，34.0mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機 MCR再循環フィルタ装置室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機 MCR再循環フィルタ装置室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機MCR再循環フィルタ装置室用ハロゲン化物ボンベと7号機MCR再循環フィルタ装

置室を接続する配管であり，7号機MCR再循環フィルタ装置室内で発生した火災を早期に消火する

ために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機MCR再循環フィルタ装置室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機MCR再循環フィルタ装置室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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トレイ室，ダクト室（南側）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

トレイ室，ダクト室（南側） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，トレイ室，ダクト室（南側）用ハロゲン化物ボンベとトレイ室，ダクト室（南側）

を接続する配管であり，トレイ室，ダクト室（南側）内で発生した火災を早期に消火するために

設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，トレイ室，ダクト室（南側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用

圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，トレイ室，ダクト室（南側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用

温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 

 

 

 

 



 

328 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
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名 称 

トレイ室，ダクト室（北側）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

トレイ室，ダクト室（北側） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，トレイ室，ダクト室（北側）用ハロゲン化物ボンベとトレイ室，ダクト室（北側）

を接続する配管であり，トレイ室，ダクト室（北側）内で発生した火災を早期に消火するために

設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，トレイ室，ダクト室（北側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用

圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，トレイ室，ダクト室（北側）用ハロゲン化物ボンベの最高使用

温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機 MCR送風機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機 MCR送風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機MCR送風機室用ハロゲン化物ボンベと7号機MCR送風機室を接続する配管であ

り，7号機MCR送風機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機MCR送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機MCR送風機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

使用済樹脂デカントポンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

使用済樹脂デカントポンプ室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，使用済樹脂デカントポンプ室用ハロゲン化物ボンベと使用済樹脂デカントポンプ室

を接続する配管であり，使用済樹脂デカントポンプ室内で発生した火災を早期に消火するために

設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，使用済樹脂デカントポンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使用

圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，使用済樹脂デカントポンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使用

温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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-5
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名 称 

7号機，6号機復水移送ポンプ室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機，6号機復水移送ポンプ室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機，6号機復水移送ポンプ室用ハロゲン化物ボンベと7号機，6号機復水移送ポン

プ室を接続する配管であり，7号機，6号機復水移送ポンプ室内で発生した火災を早期に消火する

ために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機，6号機復水移送ポンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機，6号機復水移送ポンプ室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，48.6mm，42.7mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

RW/B地下 3階通路用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

RW/B地下 3階通路 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，RW/B地下3階通路用ハロゲン化物ボンベとRW/B地下3階通路を接続する配管であり，

RW/B地下3階通路内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，RW/B地下3階通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，RW/B地下3階通路用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 

 
 

 

 

 



 

333 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用 

ハロゲン化物ボンベ 

～分岐点（T6） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロゲン化物ボンベと分

岐点（T6）を接続する配管であり，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

分岐点（T333） 

～ 

配管室（RW/B B2F 北東） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，分岐点（T333）と配管室（RW/B B2F 北東）を接続する配管であり，配管室（RW/B 

B2F 北東）内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

分岐点（T6） 

～ 

配管室（RW/B B1F 北西） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，分岐点（T6）と配管室（RW/B B1F 北西）を接続する配管であり，配管室（RW/B B1F 

北西）内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，配管室（RW/B B2F 北東），配管室（RW/B B1F 北西）用ハロ

ゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

RW/B地下 1階通路(B)用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

RW/B地下 1階通路(B) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，RW/B地下1階通路(B)用ハロゲン化物ボンベとRW/B地下1階通路(B)を接続する配管で

あり，RW/B地下1階通路(B)内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，RW/B地下1階通路(B)用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同

じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，RW/B地下1階通路(B)用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同

じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している60.5mm，48.6mm，42.7mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

RW電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

RW電気品室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，RW電気品室用ハロゲン化物ボンベとRW電気品室を接続する配管であり，RW電気品室

内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，RW電気品室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，RW電気品室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

配管室（R/B B3F 北西）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

配管室（R/B B3F 北西） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，配管室（R/B B3F 北西）用ハロゲン化物ボンベと配管室（R/B B3F 北西）を

接続する配管であり，配管室（R/B B3F 北西）内で発生した火災を早期に消火するために設

置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，配管室（R/B B3F 北西）用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，配管室（R/B B3F 北西）用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mm，34.0mmと

する。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21）用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21）用ハロゲン化物ボンベと配管室・連絡トレンチ

（R-B2F-21）を接続する配管であり，配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21）内で発生した火災を早

期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21）用ハロゲン化物ボンベの最

高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，配管室・連絡トレンチ（R-B2F-21）用ハロゲン化物ボンベの最

高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

6号機，7号機 MG電気品室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

6号機，7号機 MG電気品室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 76.3，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，6号機，7号機MG電気品室用ハロゲン化物ボンベと6号機，7号機MG電気品室を接続す

る配管であり，6号機，7号機MG電気品室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，6号機，7号機MG電気品室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力

と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，6号機，7号機MG電気品室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度

と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している76.3mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

RW/B～C/B間クリーンアクセス通路用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

RW/B～C/B間クリーンアクセス通路 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，RW/B～C/B間クリーンアクセス通路用ハロゲン化物ボンベとRW/B～C/B間クリーンア

クセス通路を接続する配管であり，RW/B～C/B間クリーンアクセス通路内で発生した火災を早期

に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，RW/B～C/B間クリーンアクセス通路用ハロゲン化物ボンベの最高

使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，RW/B～C/B間クリーンアクセス通路用ハロゲン化物ボンベの最高

使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

6号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送・排風機室用 

ハロゲン化物ボンベ～ 

6号機 C/B計測制御電源盤区域(B)送・排風機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，6号機C/B計測制御電源盤区域(B)送・排風機室用ハロゲン化物ボンベと6号機C/B計測

制御電源盤区域(B)送・排風機室を接続する配管であり，6号機C/B計測制御電源盤区域(B)送・排

風機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，6号機C/B計測制御電源盤区域(B)送・排風機室用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，6号機C/B計測制御電源盤区域(B)送・排風機室用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 

 

 

 

 



 

343 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 

6号機 HNCW冷凍機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

6号機 HNCW冷凍機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，76.3，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，6号機HNCW冷凍機室用ハロゲン化物ボンベと6号機HNCW冷凍機室を接続する配管であ

り，6号機HNCW冷凍機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，6号機HNCW冷凍機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，6号機HNCW冷凍機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，76.3mm，48.6mm，

42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機下部中央制御室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機下部中央制御室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機下部中央制御室用ハロゲン化物ボンベと7号機下部中央制御室を接続する配管

であり，7号機下部中央制御室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機下部中央制御室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同

じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機下部中央制御室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同

じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している48.6mm，42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機プロセス計算機室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機プロセス計算機室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 60.5，48.6，42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機プロセス計算機室用ハロゲン化物ボンベと7号機プロセス計算機室を接続する

配管であり，7号機プロセス計算機室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機プロセス計算機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と

同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機プロセス計算機室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と

同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している  mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 

7号機計算機用無停電電源装置室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

7号機計算機用無停電電源装置室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，7号機計算機用無停電電源装置室用ハロゲン化物ボンベと7号機計算機用無停電電源

装置室を接続する配管であり，7号機計算機用無停電電源装置室内で発生した火災を早期に消火

するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，7号機計算機用無停電電源装置室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，7号機計算機用無停電電源装置室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス 

量＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している42.7mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第一号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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  2.3.4 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備主配管 

名 称 
SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

～SLC(A)噴射ヘッド 4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベとSLC(A)噴射ヘッド4を接続する

配管であり，SLCポンプ(A)で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mm，34.0mmとす

る。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 
 
 

 

 

 



 

348 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 SLC(A)分岐点 1～SLC(A)噴射ヘッド 1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLC(A)分岐点1とSLC(A)噴射ヘッド1を接続する配管であり，SLCポンプ(A)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 SLC(A)分岐点 2～SLC(A)噴射ヘッド 2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLC(A)分岐点2とSLC(A)噴射ヘッド2を接続する配管であり，SLCポンプ(A)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 SLC(A)分岐点 3～SLC(A)噴射ヘッド 3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLC(A)分岐点3とSLC(A)噴射ヘッド3を接続する配管であり，SLCポンプ(A)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

351 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名 称 
SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

～SLC(B)噴射ヘッド 4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベとSLC(B)噴射ヘッド4を接続する

配管であり，SLCポンプ(B)で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mm，34.0mmとす

る。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 SLC(B)分岐点 1～SLC(B)噴射ヘッド 1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLC(B)分岐点1とSLC(B)噴射ヘッド1を接続する配管であり，SLCポンプ(B)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 SLC(B)分岐点 2～SLC(B)噴射ヘッド 2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLC(B)分岐点2とSLC(B)噴射ヘッド2を接続する配管であり，SLCポンプ(B)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 SLC(B)分岐点 3～SLC(B)噴射ヘッド 3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，SLC(B)分岐点3とSLC(B)噴射ヘッド3を接続する配管であり，SLCポンプ(B)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，SLCポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 
CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

～CRD(A)分岐点 1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5，48.6，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベとCRD(A)分岐点1を接続する配管

であり，CRDポンプ(A)で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mm，48.6mm，

34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(A)分岐点 1～CRD(A)噴射ヘッド 2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(A)分岐点1とCRD(A)噴射ヘッド2を接続する配管であり，CRDポンプ(A)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(A)分岐点 2～CRD(A)噴射ヘッド 1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(A)分岐点2とCRD(A)噴射ヘッド1を接続する配管であり，CRDポンプ(A)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(A)分岐点 1～CRD(A)噴射ヘッド 4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(A)分岐点1とCRD(A)噴射ヘッド4を接続する配管であり，CRDポンプ(A)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(A)分岐点 3～CRD(A)噴射ヘッド 3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(A)分岐点3とCRD(A)噴射ヘッド3を接続する配管であり，CRDポンプ(A)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(A)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 
CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベ 

～CRD(B)分岐点 1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 89.1，60.5，48.6，34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベとCRD(B)分岐点1を接続する配管

であり，CRDポンプ(B)で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している89.1mm，60.5mm，48.6mm，

34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(B)分岐点 1～CRD(B)噴射ヘッド 2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(B)分岐点1とCRD(B)噴射ヘッド2を接続する配管であり，CRDポンプ(B)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(B)分岐点 2～CRD(B)噴射ヘッド 1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(B)分岐点2とCRD(B)噴射ヘッド1を接続する配管であり，CRDポンプ(B)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(B)分岐点 1～CRD(B)噴射ヘッド 4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(B)分岐点1とCRD(B)噴射ヘッド4を接続する配管であり，CRDポンプ(B)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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名 称 CRD(B)分岐点 3～CRD(B)噴射ヘッド 3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CRD(B)分岐点3とCRD(B)噴射ヘッド3を接続する配管であり，CRDポンプ(B)で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧

力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CRDポンプ(B)局所消火設備用ハロゲン化物ボンベの最高使用温

度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している34.0mmとする。 

 

  注記＊1 ：消防法施行規則第 20条第 1項第二号において定められている噴射ヘッドの 

       放射圧力 

    ＊2 ：消防法施行規則第 20条第 3項第二号において定められている消火に必要な 

       ハロゲン化物消火剤量 

    ＊3 ：消防法施行規則第 20条第 1項第三号において定められている放射時間 
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  2.3.5 電源盤・制御盤消火設備主配管 

名    称 MCC 7A-2-1用ハロゲン化物ボンベ～MCC盤 7A-2-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，MCC 7A-2-1用ハロゲン化物ボンベとMCC盤7A-2-1を接続する配管であり， MCC盤7A-

2-1内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，MCC 7A-2-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，MCC 7A-2-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 MCC 7B-2-1用ハロゲン化物ボンベ～MCC盤 7B-2-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，MCC 7B-2-1用ハロゲン化物ボンベとMCC盤7B-2-1を接続する配管であり，MCC盤7B-2-

1内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，MCC 7B-2-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，MCC 7B-2-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 MCC 7SA-1用ハロゲン化物ボンベ～MCC盤 7SA-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，MCC 7SA-1用ハロゲン化物ボンベとMCC盤7SA-1を接続する配管であり，MCC盤7SA-1内

で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，MCC 7SA-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，MCC 7SA-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 MCC 7SB-1用ハロゲン化物ボンベ～MCC盤 7SB-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，MCC 7SB-1用ハロゲン化物ボンベとMCC盤7SB-1を接続する配管であり，MCC盤7SB-1内

で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，MCC 7SB-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，MCC 7SB-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 CUW/FPC制御盤用ハロゲン化物ボンベ～CUW/FPC制御盤 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，CUW/FPC制御盤用ハロゲン化物ボンベとCUW/FPC制御盤を接続する配管であり，

CUW/FPC制御盤内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，CUW/FPC制御盤用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.6MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，CUW/FPC制御盤用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃

とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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  2.3.6 ケーブルトレイ消火設備主配管 

名    称 

R-4F-①-1用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-4F-①-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-4F-①-1用ハロゲン化物ボンベとR-4F-①-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-4F-①-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-4F-①-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-4F-①-2用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-4F-①-2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-4F-①-2用ハロゲン化物ボンベとR-4F-①-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-4F-①-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-4F-①-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-4F-①-3用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-4F-①-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-4F-①-3用ハロゲン化物ボンベとR-4F-①-3を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-4F-①-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-4F-①-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-M4F-①用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-M4F-① 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-M4F-①用ハロゲン化物ボンベとR-M4F-①を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-M4F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-M4F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-M4F-②用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-M4F-② 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-M4F-②用ハロゲン化物ボンベとR-M4F-②を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-M4F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-M4F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-3F-①，R-3F-②用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-①，R-3F-② 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-①，R-3F-②用ハロゲン化物ボンベとR-3F-①，R-3F-②を接続する配管であり，

発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-①，R-3F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

4.6MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-①，R-3F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

376 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-3F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑤ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑤用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑤を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-3F-⑩用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑩ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑩用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑩を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑩用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑩用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-3F-③用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-③ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-③用ハロゲン化物ボンベとR-3F-③を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-③用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-③用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-3F-④用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-④ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-④用ハロゲン化物ボンベとR-3F-④を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-3F-⑨用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑨ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑨用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑨を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑨用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑨用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-3F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑥ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑥用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑥を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-3F-⑪用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑪ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑪用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑪を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑪用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑪用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-3F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑦ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑦用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑦を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

384 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-3F-⑫用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑫ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑫用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑫を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑫用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑫用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-3F-⑧用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑧ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑧用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑧を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑧用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑧用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-3F-⑬用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑬ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑬用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑬を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑬用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑬用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-3F-⑭-1用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑭-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑭-1用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑭-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑭-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑭-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-3F-⑭-2用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑭-2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑭-2用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑭-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑭-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑭-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-①用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-① 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-①用ハロゲン化物ボンベとR-2F-①を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-③用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-③ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-③用ハロゲン化物ボンベとR-2F-③を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-③用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-③用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-⑤ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑤用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑤を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-⑦ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑦用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑦を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-②用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-② 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-②用ハロゲン化物ボンベとR-2F-②を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-④用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-④ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-④用ハロゲン化物ボンベとR-2F-④を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-⑥ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑥用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑥を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑧-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑧-1用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑧-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑧-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑧-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑧-2用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑧-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑧-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑧-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑧-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑧-3用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑧-3を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑧-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑧-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑨-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑨-1用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑨-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑨-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑨-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑨-2用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑨-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑨-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑨-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑨-3用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-2F-⑨-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑨-3用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑨-3を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑨-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑨-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑩-1用ハロゲン化物ボンベ 
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R-2F-⑩-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑩-1用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑩-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑩-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑩-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑩-2用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑩-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑩-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑩-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑩-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑩-3用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑩-3を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑩-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑩-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑪-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑪-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑪-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑪-3を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-2F-⑫-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑫-1用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑫-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑫-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑫-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

409 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-2F-⑫-2用ハロゲン化物ボンベ 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑫-2用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑫-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑫-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑫-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-2F-⑫-3用ハロゲン化物ボンベとR-2F-⑫-3を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-2F-⑫-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-2F-⑫-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-①用ハロゲン化物ボンベとR-1F-①を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-④用ハロゲン化物ボンベとR-1F-④を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-②用ハロゲン化物ボンベとR-1F-②を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-1F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑤ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑤用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑤を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

415 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-1F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑥ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑥用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑥を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑦ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑦用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑦を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑧用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑧ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑧用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑧を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑧用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑧用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑩用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑩ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑩用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑩を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑩用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑩用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑫用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑫ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑫用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑫を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑫用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑫用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑪用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑪ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑪用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑪を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑪用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑪用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑬用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑬ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑬用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑬を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑬用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑬用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

422 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-1F-⑭用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑭ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑭用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑭を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑭用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑭用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑯-1用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑯-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑯-1用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑯-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑯-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑯-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑯-2用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑯-2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑯-2用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑯-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑯-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑯-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-1F-⑯-3用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑯-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑯-3用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑯-3を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑯-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑯-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B1F-③用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-③ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-③用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-③を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-③用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-③用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B1F-④用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-④ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-④用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-④を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B1F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-⑤-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-⑤-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

429 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-B1F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-⑤-2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-⑤-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B1F-⑤-3用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-⑤-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-⑤-3用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-⑤-3を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-⑤-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-⑤-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B1F-⑤-4用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-⑤-4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-⑤-4用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-⑤-4を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-⑤-4用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-⑤-4用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B1F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-⑥ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-⑥用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-⑥を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B1F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-⑦ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-⑦用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-⑦を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-②用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-② 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-②用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-②を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-③-1用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-③-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-③-1用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-③-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-③-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-③-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B2F-③-2用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-③-2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-③-2用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-③-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-③-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-③-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B2F-⑦用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑦ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑦用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑦を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑦用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-⑬用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑬ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑬用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑬を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑬用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑬用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑪-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑪-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑪-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑪-2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑪-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑪-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑪-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑪-3を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑪-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

442 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-B2F-④用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-④ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-④用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-④を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-④用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-⑤用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑤ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑤用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑤を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑤用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

444 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-B2F-⑨用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑨ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑨用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑨を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑨用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑨用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-⑥用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑥ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑥用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑥を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑥用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-⑫用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑫ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑫用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑫を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑫用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑫用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-⑩用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑩ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑩用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑩を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑩用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑩用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B2F-⑭用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑭ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑭用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑭を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑭用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑭用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B3F-①-1用ハロゲン化物ボンベ 
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R-B3F-①-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-①-1用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-①-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-①-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-①-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-①-2用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-①-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-①-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-①-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-①-3用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-①-3を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-①-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-①-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

452 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-B3F-②-1用ハロゲン化物ボンベ 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-②-1用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-②-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-②-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-②-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-②-2用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-②-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-②-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-②-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B3F-②-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-②-3用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-②-3を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-②-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-②-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B3F-③-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-③-1用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-③-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-③-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-③-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

456 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-B3F-③-2用ハロゲン化物ボンベ 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-③-2用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-③-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-③-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-③-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B3F-③-3用ハロゲン化物ボンベ 
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R-B3F-③-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-③-3用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-③-3を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-③-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-③-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B3F-④-1用ハロゲン化物ボンベ 
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R-B3F-④-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-④-1用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-④-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-④-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-④-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-④-2用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-④-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-④-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-④-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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R-B3F-④-3用ハロゲン化物ボンベ 
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R-B3F-④-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-④-3用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-④-3を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-④-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-④-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-④-4用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-④-4を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-④-4用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-④-4用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-⑤-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-⑤-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B3F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベとR-B3F-⑤-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B3F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B3F-⑤-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-M4F-③-1用ハロゲン化物ボンベとR-M4F-③-1を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-M4F-③-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-M4F-③-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-M4F-③-2用ハロゲン化物ボンベとR-M4F-③-2を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-M4F-③-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-M4F-③-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-M4F-③-3用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-M4F-③-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-M4F-③-3用ハロゲン化物ボンベとR-M4F-③-3を接続する配管であり，発電所内で

発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-M4F-③-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPa

とする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-M4F-③-3用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃と

する。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-3F-⑮-1用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑮-1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑮-1用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑮-1を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑮-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑮-1用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-3F-⑮-2用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-3F-⑮-2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-3F-⑮-2用ハロゲン化物ボンベとR-3F-⑮-2を接続する配管であり，発電所内で発

生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-3F-⑮-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-3F-⑮-2用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

469 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-1F-⑨用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑨ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑨用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑨を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑨用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑨用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-1F-⑮用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-1F-⑮ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-1F-⑮用ハロゲン化物ボンベとR-1F-⑮を接続する配管であり，発電所内で発生し

た火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-1F-⑮用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaとす

る。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-1F-⑮用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

471 

K7
 ①

 Ｖ
-1
-1

-5
-8
-2
 R
0 

名    称 

R-B1F-①用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-① 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-①用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-①を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B1F-②用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B1F-② 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B1F-②用ハロゲン化物ボンベとR-B1F-②を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B1F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B1F-②用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B2F-①用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-① 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-①用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-①を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-①用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

R-B2F-⑧用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

R-B2F-⑧ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜    

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，R-B2F-⑧用ハロゲン化物ボンベとR-B2F-⑧を接続する配管であり，発電所内で発生

した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，R-B2F-⑧用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ4.6MPaと

する。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，R-B2F-⑧用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ40℃とす

る。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なFK-5-1-12ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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  2.3.7 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備主配管 

名    称 

中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用 

ハロゲン化物ボンベ 

～ 

  選択弁 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボンベと  選択

弁を接続する配管であり，中央制御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消

火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することがで

きる    mm，    mmとする。 
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名    称 

   選択弁 

～ 

    中央制御室床下貫通部－1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  選択弁と  中央制御室床下貫通部－1を接続する配管であり，中央制御室床下フ

リーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することがで

きる  mmとする。 
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名    称 

  供給ライン分岐点 

 ～ 

    中央制御室床下貫通部－1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  供給ライン分岐点と  中央制御室床下貫通部－1を接続する配管であり，中央制

御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することがで

きる  mmとする。 
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名    称 

  供給ライン第 1分岐点 

 ～  

  上部中央制御室床下貫通部－3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  供給ライン第1分岐点と  上部中央制御室床下貫通部－3を接続する配管であ

り，中央制御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することがで

きる    mmとする。 
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    供給ライン第 2分岐点 

 ～  

    上部中央制御室床下貫通部－2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  供給ライン第2分岐点と  上部中央制御室床下貫通部－2を接続する配管であ

り，中央制御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物

ボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することがで

きる  mmとする。 
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  供給ライン第 3分岐点 

 ～  

  上部中央制御室床下貫通部－4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  供給ライン第3分岐点と  上部中央制御室床下貫通部－4を接続する配管であ

り，中央制御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することができ

る  mmとする。 
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名    称 

  供給ライン分岐点 

 ～  

  中央制御室床下貫通部－1 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  供給ライン分岐点と  中央制御室床下貫通部－1を接続する配管であり，中央制

御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することができ

る    mmとする。 
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名    称 

    供給ライン第 1分岐点 

 ～  

    上部中央制御室床下貫通部－3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  供給ライン第1分岐点と  上部中央制御室床下貫通部－3を接続する配管であ

り，中央制御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することができ

る    mmとする。 
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名    称 

    供給ライン第 2分岐点 

 ～  

    上部中央制御室床下貫通部－2 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，  供給ライン第2分岐点と  上部中央制御室床下貫通部－2を接続する配管であ

り，中央制御室床下フリーアクセスフロア内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用ハロゲン化物ボ

ンベの最高使用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，メーカの試験結果に基づき十分なハロン1301ガス量を供給することができ

る    mmとする。 
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  2.3.8 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備主配管 

名   称  

A系計装用電源室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

A系計装用電源室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 60.5，76.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，A系計装用電源室用ハロゲン化物ボンベとA系計装用電源室を接続する配管であり，

A系計装用電源室内で発生した火災を早期に消火するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，A系計装用電源室用ハロゲン化物ボンベの最高使用圧力と同じ

5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，A系計装用電源室用ハロゲン化物ボンベの最高使用温度と同じ

40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している60.5mm，76.3mmとする。 

 

注記＊1 ：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧 

      力 

注記＊2 ：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロゲ

ン化物消火剤量 

注記＊3 ：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間 
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名   称  

階段室（An/A 3F 北西）前室用ハロゲン化物ボンベ 

～ 

階段室（An/A 3F 北西）前室 

最 高 使 用 圧 力 MPa 5.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 ㎜ 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，階段室（An/A 3F 北西）前室用ハロゲン化物ボンベと階段室（An/A 3F 北西）

前室を接続する配管であり，階段室（An/A 3F 北西）前室内で発生した火災を早期に消火する

ために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 本配管の最高使用圧力は，階段室（An/A 3F 北西）前室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用圧力と同じ5.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

 本配管の最高使用温度は，階段室（An/A 3F 北西）前室用ハロゲン化物ボンベの最高使

用温度と同じ40℃とする。 

 

3. 外径 

 本配管の外径は，噴射ヘッドの放射圧力を0.9MPa以上＊1及び消火に必要なハロン1301ガス量

＊2を30秒以内＊3に放射可能であることをメーカにて確認している60.5mmとする。 

 

注記＊1 ：消防法施行規則第20条第1項第二号において定められている噴射ヘッドの放射圧 

      力 

注記＊2 ：消防法施行規則第20条第3項第一号において定められている消火に必要なハロゲ

ン化物消火剤量 

注記＊3 ：消防法施行規則第20条第1項第三号において定められている放射時間 
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東京電力ホールディングス株式会社

工事計画認可申請 第9-3-2-1-1-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

名

称

その他発電用原子炉の附属施設のうち

火災防護設備のうち

機器の配置を明示した図面（その1）

0305

注 ：寸法はmmを示す。

消火設備（水系消火設備）に係る

PN

屋外

No.3

大湊側D/Dポンプ建屋

水
配
管
ダ
ク
ト

給水建屋

ろ過水タンク

No.4

ろ過水タンク

給水建屋付近 T.M.S.L. 12500



東京電力ホールディングス株式会社

工事計画認可申請 第9-3-2-1-1-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

名

称

0803

注 ：寸法はmmを示す。

PN
A B C D E G

1

2

9
0
0
0

9
0
0
0

3

F
55005500 5500 5500 5500 5500

給水建屋 T.M.S.L. 12300

トレンチ

消火ポンプ

電動機駆動

（5号機設備，6,7号機共用）

その他発電用原子炉の附属施設のうち

火災防護設備のうち

機器の配置を明示した図面（その2）

消火設備（水系消火設備）に係る



東京電力ホールディングス株式会社

工事計画認可申請 第9-3-2-1-1-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

名

称

0803

注 ：寸法はmmを示す。

PN

ディーゼル駆動

大湊側D/Dポンプ建屋 T.M.S.L. 12300

水
配
管
ダ
ク
ト

1 2 3 4

A

B

C

D

3300 6200 3300

7
2
0
0

9
0
0
0

4
3
0
0

消火ポンプ

ディーゼル駆動

消火ポンプ

（5号機設備，6,7号機共用） （5号機設備，6,7号機共用）

その他発電用原子炉の附属施設のうち

火災防護設備のうち

消火設備（水系消火設備）に係る

機器の配置を明示した図面（その3）

































































































































































































































































































ＰＮ

東京電力ホールディングス株式会社

工事計画認可申請 第9-3-2-1-6-41図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

名

称

0817

注 ：寸法はmmを示す。

その他発電用原子炉の附属施設のうち

火災防護設備のうち消火設備

（ケーブルトレイ消火設備）に係る

機器の配置を明示した図面（その41）

Ｒ６

ＲＢ

原子炉建屋 T.M.S.L. 4800

R-B1F-②用

ハロゲン化物ボンベハロゲン化物ボンベ

R-B1F-①用







コントロール建屋 T.M.S.L. 12300

9500

中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備用

ハロゲン化物ボンベ

東京電力ホールディングス株式会社

工事計画認可申請 第9-3-2-1-7-1図 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

名

称

その他発電用原子炉の附属施設のうち

火災防護設備のうち消火設備

機器の配置を明示した図面

0305

消火設備）に係る

注 ：寸法はmmを示す。

ＰＮ

（中央制御室床下フリーアクセスフロア



第9-3-2-1-8-1図

9524

ＰＮ

11500

A系計装用電源室用

ハロゲン化物ボンベ

東京電力ホールディングス株式会社

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

名

称

その他発電用原子炉の附属施設のうち

火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消

5号機原子炉建屋 T.M.S.L. 27800

 火設備）に係る機器の配置を明示

         した図面（その1）注 ：寸法はmmを表す。



9524

ＰＮ

11500

5号機原子炉建屋 T.M.S.L. 27800

階段室(An/A　3F　北西)前室用

ハロゲン化物ボンベ

第9-3-2-1-8-2図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

その他発電用原子炉の附属施設のうち

火災防護設備のうち消火設備

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所消

 火設備）に係る機器の配置を明示

         した図面（その2）注 ：寸法はmmを表す。
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